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規 則 

 

三 重 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 二 月 十 二 日  

                        三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 二 十 二 号  

  三 重 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 規 則 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 方 法 書 の 閲 覧 ）  （ 方 法 書 の 閲 覧 ）  

第 八 条  条 例 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 方 法 書 及 び

要 約 書 を 一 般 の 閲 覧 に 供 す る 場 所 は 、 次 の と お り

と す る 。  

第 八 条  条 例 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 方 法 書 及 び

要 約 書 を 一 般 の 閲 覧 に 供 す る 場 所 は 、 次 の と お り

と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  三 重 県 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 総 合 窓 口  三  三 重 県 情 報 公 開 総 合 窓 口  

四  （ 略 ）  四  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

別 表 第 一 （ 第 三 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 三 条 関 係 ）  

 

事 業 の 種 類  

事 業 の 要 件    

事 業 の 種 類  

事 業 の 要 件   

 内 容  規 模    内 容  規 模   

 一 ～ 七  

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）    一 ～ 七  

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）   

 八  工 場 又

は 事 業 場

の 新 設 又

は 増 設 の

事 業 （ 条

例 別 表 第

八 号 に 掲

げ る 事

業 ）  

(１
)

 工 場 又 は 事 業

場 （ 電 気 供 給 業

に 属 す る 発 電 所

で 太 陽 光 を 電 気

に 変 換 す る も の

を 除 く 。 以 下 こ

の 項 に お い て

「 工 場 等 」 と い

う 。 ） の 新 設 の

事 業  

イ  （ 略 ）  

ロ  工 場 等 の 用 に 供

す る 敷 地 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第

十 三 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定

め ら れ た 地 域 の 面

積 を 除 く 。 ） が 二

十 ヘ ク タ ー ル 以 上

で あ る も の  

  八  工 場 又

は 事 業 場

の 新 設 又

は 増 設 の

事 業 （ 条

例 別 表 第

八 号 に 掲

げ る 事

業 ）  

(１
)

 工 場 又 は 事 業

場 （ 電 気 供 給 業

に 属 す る 発 電 所

で 太 陽 光 を 電 気

に 変 換 す る も の

を 除 く 。 以 下 こ

の 項 に お い て

「 工 場 等 」 と い

う 。 ） の 新 設 の

事 業  

イ  （ 略 ）  
ロ  工 場 等 の 用 に 供

す る 敷 地 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第

十 二 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定

め ら れ た 地 域 の 面

積 を 除 く 。 ） が 二

十 ヘ ク タ ー ル 以 上

で あ る も の  

 

     ハ ・ ニ  （ 略 ）        ハ ・ ニ  （ 略 ）   

   (２
)

 工 場 等 の 増 設

の 事 業  

イ  （ 略 ）  

ロ  工 場 等 の 用 に 供

す る 敷 地 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第

十 三 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定

め ら れ た 地 域 の 面

積 を 除 く 。 ） が 二

十 ヘ ク タ ー ル 以 上

増 加 す る も の  

    (２
)

 工 場 等 の 増 設

の 事 業  

イ  （ 略 ）  

ロ  工 場 等 の 用 に 供

す る 敷 地 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第

十 二 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定

め ら れ た 地 域 の 面

積 を 除 く 。 ） が 二

十 ヘ ク タ ー ル 以 上

増 加 す る も の  

 

     ハ ・ ニ  （ 略 ）        ハ ・ ニ  （ 略 ）   

 九 ・ 十  

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）    九 ・ 十  

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）   
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           十 一  工 業

団 地 の 造  

工 場 立 地 法 （ 昭 和 三

十 四 年 法 律 第 二 十  

イ  施 行 区 域 （ 事 業 を

実 施 す る た め 必 要  

  十 一  工 業

団 地 の 造  

工 場 立 地 法 （ 昭 和 三

十 四 年 法 律 第 二 十  

イ  施 行 区 域 （ 事 業 を

実 施 す る た め 必 要  

 

 成 事 業

（ 条 例 別

表 第 十 一

号 に 掲 げ

る 事 業 ）  

四 号 ） 第 四 条 第 一 項

第 三 号 に 規 定 す る

工 業 団 地 （ 以 下 「 工

業 団 地 」 と い う 。 ）

の 造 成 の 事 業  

と な る 全 区 域 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） の

面 積 （ 都 市 計 画 法

第 九 条 第 十 三 項 に

規 定 す る 工 業 専 用

地 域 に 定 め ら れ た

地 域 の 面 積 を 除

く 。 ） が 二 十 ヘ ク タ

ー ル 以 上 で あ る も の  

  成 事 業

（ 条 例 別

表 第 十 一

号 に 掲 げ

る 事 業 ）  

四 号 ） 第 四 条 第 一 項

第 三 号 に 規 定 す る

工 業 団 地 （ 以 下 「 工

業 団 地 」 と い う 。 ）

の 造 成 の 事 業  

と な る 全 区 域 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） の

面 積 （ 都 市 計 画 法

第 九 条 第 十 二 項 に

規 定 す る 工 業 専 用

地 域 に 定 め ら れ た

地 域 の 面 積 を 除

く 。 ） が 二 十 ヘ ク タ

ー ル 以 上 で あ る も の  

 

 ロ  （ 略 ）    ロ  （ 略 ）   

 十 二  （ 略 ） （ 略 ）  （ 略 ）    十 二  （ 略 ） （ 略 ）  （ 略 ）   

 十 三  流 通

業 務 団 地

の 造 成 事

業 （ 条 例

別 表 第 十

三 号 に 掲

げ る 事

業 ）  

流 通 業 務 市 街 地 の

整 備 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 四 十 一 年 法

律 第 百 十 号 ） 第 二 条

第 一 項 に 規 定 す る

流 通 業 務 施 設 の 用

に 供 す る た め の 敷

地 及 び こ れ に 隣 接

し 、 緑 地 、 道 路 そ の

他 の 施 設 の 用 に 供

す る た め の 敷 地 と

し て 計 画 的 に 取 得

さ れ 、 又 は 造 成 さ れ

る 一 団 の 土 地 （ 以 下

「 流 通 業 務 団 地 」 と

い う 。 ） の 造 成 の 事

業  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 三 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 で あ る も の  

  十 三  流 通

業 務 団 地

の 造 成 事

業 （ 条 例

別 表 第 十

三 号 に 掲

げ る 事

業 ）  
流 通 業 務 市 街 地 の

整 備 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 四 十 一 年 法

律 第 百 十 号 ） 第 二 条

第 一 項 に 規 定 す る

流 通 業 務 施 設 の 用

に 供 す る た め の 敷

地 及 び こ れ に 隣 接

し 、 緑 地 、 道 路 そ の

他 の 施 設 の 用 に 供

す る た め の 敷 地 と

し て 計 画 的 に 取 得

さ れ 、 又 は 造 成 さ れ

る 一 団 の 土 地 （ 以 下

「 流 通 業 務 団 地 」 と

い う 。 ） の 造 成 の 事

業  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 二 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 で あ る も の  

 

 ロ  （ 略 ）    ロ  （ 略 ）   

 十 四  ス ポ

ー ツ 又 は

レ ク リ エ

ー シ ョ ン

施 設 等 の

設 置 又 は

変 更 の 事

業 （ 条 例

別 表 第 十

四 号 に 掲

げ る 事

業 ）  

(１
)

 ゴ ル フ 場 及 び

こ れ と 一 体 と な

っ て 整 備 さ れ る

施 設 （ 以 下 「 ゴ

ル フ 場 等 」 と い

う 。 ） の 設 置 の

事 業  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 三 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 で あ る も の  

  十 四  ス ポ

ー ツ 又 は

レ ク リ エ

ー シ ョ ン

施 設 等 の

設 置 又 は

変 更 の 事

業 （ 条 例

別 表 第 十

四 号 に 掲

げ る 事

業 ）  

(１
)

 ゴ ル フ 場 及 び

こ れ と 一 体 と な

っ て 整 備 さ れ る

施 設 （ 以 下 「 ゴ

ル フ 場 等 」 と い

う 。 ） の 設 置 の

事 業  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 二 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 で あ る も の  

 

   ロ  （ 略 ）      ロ  （ 略 ）   

 (２
)

 ゴ ル フ 場 等 の

規 模 の 変 更 の 事

業  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 三 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 増 加 す る も の  

  (２
)

 ゴ ル フ 場 等 の

規 模 の 変 更 の 事

業  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 二 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 増 加 す る も の  

 

   ロ  （ 略 ）      ロ  （ 略 ）   

  (３
)

 野 球 場 、 庭 球  イ  施 行 区 域 の 面 積     (３
)

 野 球 場 、 庭 球  イ  施 行 区 域 の 面 積   
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  場 、 陸 上 競 技 場 、

遊 園 地 、 動 物 園  

そ の 他 の 運 動 ・

レ ジ ャ ー 施 設 及

び 墓 園 （ 都 市 計

画 法 施 行 令 （ 昭

和 四 十 四 年 政 令

第 百 五 十 八 号 ）

第 一 条 第 二 項 に

規 定 す る 工 作 物

に 該 当 す る も の

に 限 る 。 ） 及 び

こ れ と 一 体 と な

っ て 整 備 さ れ る

施 設 （ 以 下 「 ス

ポ ー ツ 又 は レ ク

リ エ ー シ ョ ン 施

設 等 」 と い う 。 ）

の 設 置 の 事 業  

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 三 項 に 規 定  

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 で あ る も の  

ロ  （ 略 ）  

   場 、 陸 上 競 技 場 、

遊 園 地 、 動 物 園  

そ の 他 の 運 動 ・

レ ジ ャ ー 施 設 及

び 墓 園 （ 都 市 計

画 法 施 行 令 （ 昭

和 四 十 四 年 政 令

第 百 五 十 八 号 ）

第 一 条 第 二 項 に

規 定 す る 工 作 物

に 該 当 す る も の

に 限 る 。 ） 及 び

こ れ と 一 体 と な

っ て 整 備 さ れ る

施 設 （ 以 下 「 ス

ポ ー ツ 又 は レ ク

リ エ ー シ ョ ン 施

設 等 」 と い う 。 ）

の 設 置 の 事 業  

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 二 項 に 規 定  

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 で あ る も の  

ロ  （ 略 ）  

 

        

        

   (４
)

 ス ポ ー ツ 又 は

レ ク リ エ ー シ ョ

ン 施 設 等 の 変 更

の 事 業  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 三 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 増 加 す る も の  

    (４
)

 ス ポ ー ツ 又 は

レ ク リ エ ー シ ョ

ン 施 設 等 の 変 更

の 事 業  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 二 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 増 加 す る も の  

 

     ロ  （ 略 ）        ロ  （ 略 ）   

   (５
)

 自 然 公 園 法 第

二 条 第 六 号 の 公

園 事 業 又 は 三 重

県 立 自 然 公 園 条

例 （ 昭 和 三 十 三

年 三 重 県 条 例 第

二 号 ） 第 二 条 第

三 号 の 公 園 事 業

（ 以 下 「 公 園 事

業 」 と い う 。 ）  

イ  土 地 の 形 状 の 変

更 を 行 う 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 三 項 に 規

定 す る 工 業 専 用 地

域 に 定 め ら れ た 地

域 の 面 積 を 除 く 。 ）

の 合 計 が 二 十 ヘ ク

タ ー ル 以 上 で あ る

も の  

    (５
)

 自 然 公 園 法 第

二 条 第 六 号 の 公

園 事 業 又 は 三 重

県 立 自 然 公 園 条

例 （ 昭 和 三 十 三

年 三 重 県 条 例 第

二 号 ） 第 二 条 第

三 号 の 公 園 事 業

（ 以 下 「 公 園 事

業 」 と い う 。 ）  

イ  土 地 の 形 状 の 変

更 を 行 う 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 二 項 に 規

定 す る 工 業 専 用 地

域 に 定 め ら れ た 地

域 の 面 積 を 除 く 。 ）

の 合 計 が 二 十 ヘ ク

タ ー ル 以 上 で あ る

も の  

 

   ロ  （ 略 ）      ロ  （ 略 ）   

   (６
)

 公 園 事 業 の 変

更 の 事 業  

イ  土 地 の 形 状 の 変

更 を 行 う 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 三 項 に 規

定 す る 工 業 専 用 地

域 に 定 め ら れ た 地

域 の 面 積 を 除 く 。 ）

の 合 計 が 二 十 ヘ ク

タ ー ル 以 上 増 加 す

る も の  

    (６
)

 公 園 事 業 の 変

更 の 事 業  

イ  土 地 の 形 状 の 変

更 を 行 う 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 二 項 に 規

定 す る 工 業 専 用 地

域 に 定 め ら れ た 地

域 の 面 積 を 除 く 。 ）

の 合 計 が 二 十 ヘ ク

タ ー ル 以 上 増 加 す

る も の  
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     ロ  （ 略 ）        ロ  （ 略 ）   

  (７
)

 都 市 公 園 法  イ  土 地 の 形 状 の 変     (７
)

 都 市 公 園 法  イ  土 地 の 形 状 の 変   

   （ 昭 和 三 十 一 年

法 律 第 七 十 九

号 ） 第 二 条 第 一

項 に 規 定 す る 都

市 公 園 （ 以 下 「 都

市 公 園 」 と い

う 。 ） の 設 置 の

事 業  

更 を 行 う 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 三 項 に 規

定 す る 工 業 専 用 地

域 に 定 め ら れ た 地

域 の 面 積 を 除 く 。 ）

の 合 計 が 五 十 ヘ ク

タ ー ル 以 上 で あ る

も の  

    （ 昭 和 三 十 一 年

法 律 第 七 十 九

号 ） 第 二 条 第 一

項 に 規 定 す る 都

市 公 園 （ 以 下 「 都

市 公 園 」 と い

う 。 ） の 設 置 の

事 業  

更 を 行 う 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 二 項 に 規

定 す る 工 業 専 用 地

域 に 定 め ら れ た 地

域 の 面 積 を 除 く 。 ）

の 合 計 が 五 十 ヘ ク

タ ー ル 以 上 で あ る

も の  

 

   ロ  （ 略 ）      ロ  （ 略 ）   

   (８
)

 都 市 公 園 の 変

更 の 事 業  

イ  土 地 の 形 状 の 変

更 を 行 う 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 三 項 に 規

定 す る 工 業 専 用 地

域 に 定 め ら れ た 地

域 の 面 積 を 除 く 。 ）

の 合 計 が 五 十 ヘ ク

タ ー ル 以 上 増 加 す

る も の  

    (８
)

 都 市 公 園 の 変

更 の 事 業  

イ  土 地 の 形 状 の 変

更 を 行 う 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 二 項 に 規

定 す る 工 業 専 用 地

域 に 定 め ら れ た 地

域 の 面 積 を 除 く 。 ）

の 合 計 が 五 十 ヘ ク

タ ー ル 以 上 増 加 す

る も の  

 

     ロ  （ 略 ）        ロ  （ 略 ）   

 十 五  宅 地

そ の 他 の

用 地 の 造

成 事 業

（ 条 例 別

表 第 十 五

号 に 掲 げ

る 事 業 ）  

宅 地 そ の 他 の 用 地

（ 当 該 宅 地 そ の 他

の 用 地 と 併 せ て 整

備 さ れ る 道 路 、 緑 地

そ の 他 の 施 設 の 用

に 供 す る た め 取 得

さ れ 、 又 は 造 成 さ れ

る 土 地 を 含 む 。 ） の

造 成 の 事 業  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 三 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 で あ る も の  

  十 五  宅 地

そ の 他 の

用 地 の 造

成 事 業

（ 条 例 別

表 第 十 五

号 に 掲 げ

る 事 業 ）  

宅 地 そ の 他 の 用 地

（ 当 該 宅 地 そ の 他

の 用 地 と 併 せ て 整

備 さ れ る 道 路 、 緑 地

そ の 他 の 施 設 の 用

に 供 す る た め 取 得

さ れ 、 又 は 造 成 さ れ

る 土 地 を 含 む 。 ） の

造 成 の 事 業  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 二 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 二 十 ヘ ク タ ー ル

以 上 で あ る も の  

 

 ロ  （ 略 ）    ロ  （ 略 ）   

 十 六  農 用

地 の 造 成

事 業 （ 条

例 別 表 第

十 六 号 に

掲 げ る 事

業 ）  

土 地 改 良 法 （ 昭 和 二

十 四 年 法 律 第 百 九

十 五 号 ） 第 二 条 第 二

項 第 三 号 に 規 定 す

る 農 用 地 の 造 成 の

事 業 （ 農 用 地 以 外 の

土 地 の 農 用 地 へ の

地 目 変 換 の 事 業 に

限 る 。 ）  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 三 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 七 十 五 ヘ ク タ ー

ル 以 上 で あ る も の  

  十 六  農 用

地 の 造 成

事 業 （ 条

例 別 表 第

十 六 号 に

掲 げ る 事

業 ）  

土 地 改 良 法 （ 昭 和 二

十 四 年 法 律 第 百 九

十 五 号 ） 第 二 条 第 二

項 第 三 号 に 規 定 す

る 農 用 地 の 造 成 の

事 業 （ 農 用 地 以 外 の

土 地 の 農 用 地 へ の

地 目 変 換 の 事 業 に

限 る 。 ）  

イ  施 行 区 域 の 面 積

（ 都 市 計 画 法 第 九

条 第 十 二 項 に 規 定

す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ）

が 七 十 五 ヘ ク タ ー

ル 以 上 で あ る も の  

 

 ロ  （ 略 ）    ロ  （ 略 ）   

 十 七 ・ 十 八

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）    十 七 ・ 十 八

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）   

備 考  （ 略 ）  備 考  （ 略 ）  

別 表 第 二 （ 第 三 十 六 条 、 第 四 十 二 条 関 係 ）  別 表 第 二 （ 第 三 十 六 条 、 第 四 十 二 条 関 係 ）  

 対 象 事 業 の

区 分  

事 業 の 諸 元  

手 続 を 経 る こ と を 要 し な

い 修 正 の 要 件  

  対 象 事 業 の

区 分  

事 業 の 諸 元  

手 続 を 経 る こ と を 要 し な

い 修 正 の 要 件  

 

 一 ～ 十 五

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）    一 ～ 十 五

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）   

          

令和3年2月12日 三　重　県　公　報 第　182　号

6



           十 六  別 表

第 一 第 十  

施 行 区 域 の 位 置  新 た に 施 行 区 域 と な る 部

分 の 面 積 （ 都 市 計 画 法 第  

  十 六  別 表

第 一 第 十  

施 行 区 域 の 位 置  新 た に 施 行 区 域 と な る 部

分 の 面 積 （ 都 市 計 画 法 第  

 

 一 号 の 項

か ら 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(４
)

ま で

又 は 第 十

五 号 の 項

に 該 当 す

る 対 象 事

業  

 九 条 第 十 三 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定 め ら れ

た 地 域 の 面 積 を 除 く 。 ）

が 修 正 前 の 施 行 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第 九 条 第

十 三 項 に 規 定 す る 工 業 専

用 地 域 に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ） の 十 パ

ー セ ン ト 未 満 で あ り 、 か

つ 、 五 ヘ ク タ ー ル 未 満 で

あ る こ と 。  

  一 号 の 項

か ら 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(４
)

ま で

又 は 第 十

五 号 の 項

に 該 当 す

る 対 象 事

業  

 九 条 第 十 二 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定 め ら れ

た 地 域 の 面 積 を 除 く 。 ）

が 修 正 前 の 施 行 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第 九 条 第

十 二 項 に 規 定 す る 工 業 専

用 地 域 に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ） の 十 パ

ー セ ン ト 未 満 で あ り 、 か

つ 、 五 ヘ ク タ ー ル 未 満 で

あ る こ と 。  

 

 十 七  別 表

第 一 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(５
)

又 は

(６
)

に 該

当 す る 対

象 事 業  

土 地 形 状 変 更 区

域 の 位 置  

新 た に 土 地 形 状 変 更 区 域

と な る 部 分 の 面 積 （ 都 市

計 画 法 第 九 条 第 十 三 項 に

規 定 す る 工 業 専 用 地 域 に

定 め ら れ た 地 域 の 面 積 を

除 く 。 ） が 修 正 前 の 土 地

形 状 変 更 区 域 の 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第 十 三 項

に 規 定 す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域 の 面 積

を 除 く 。 ） の 十 パ ー セ ン

ト 未 満 で あ り 、 か つ 、 五

ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ

と 。  

  十 七  別 表

第 一 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(５
)

又 は

(６
)

に 該

当 す る 対

象 事 業  
土 地 形 状 変 更 区

域 の 位 置  

新 た に 土 地 形 状 変 更 区 域

と な る 部 分 の 面 積 （ 都 市

計 画 法 第 九 条 第 十 二 項 に

規 定 す る 工 業 専 用 地 域 に

定 め ら れ た 地 域 の 面 積 を

除 く 。 ） が 修 正 前 の 土 地

形 状 変 更 区 域 の 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第 十 二 項

に 規 定 す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域 の 面 積

を 除 く 。 ） の 十 パ ー セ ン

ト 未 満 で あ り 、 か つ 、 五

ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ

と 。  

 

 十 八  別 表

第 一 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(７
)

又 は

(８
)

に 該

当 す る 対

象 事 業  

土 地 形 状 変 更 区

域 の 位 置  

新 た に 土 地 形 状 変 更 区 域

と な る 部 分 の 面 積 （ 都 市

計 画 法 第 九 条 第 十 三 項 に

規 定 す る 工 業 専 用 地 域 に

定 め ら れ た 地 域 の 面 積 を

除 く 。 ） が 修 正 前 の 土 地

形 状 変 更 区 域 の 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第 十 三 項

に 規 定 す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域 の 面 積

を 除 く 。 ） の 十 パ ー セ ン

ト 未 満 で あ り 、 か つ 、 十

ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ

と 。  

  十 八  別 表

第 一 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(７
)

又 は

(８
)

に 該

当 す る 対

象 事 業  

土 地 形 状 変 更 区

域 の 位 置  

新 た に 土 地 形 状 変 更 区 域

と な る 部 分 の 面 積 （ 都 市

計 画 法 第 九 条 第 十 二 項 に

規 定 す る 工 業 専 用 地 域 に

定 め ら れ た 地 域 の 面 積 を

除 く 。 ） が 修 正 前 の 土 地

形 状 変 更 区 域 の 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第 十 二 項

に 規 定 す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域 の 面 積

を 除 く 。 ） の 十 パ ー セ ン

ト 未 満 で あ り 、 か つ 、 十

ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ

と 。  

 

 十 九  別 表

第 一 第 十

六 号 の 項

に 該 当 す

る 対 象 事

業  

施 行 区 域 の 位 置  新 た に 施 行 区 域 と な る 部

分 の 面 積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 三 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定 め ら れ

た 地 域 の 面 積 を 除 く 。 ）

が 修 正 前 の 施 行 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第 九 条 第

十 三 項 に 規 定 す る 工 業 専  

  十 九  別 表

第 一 第 十

六 号 の 項

に 該 当 す

る 対 象 事

業  

施 行 区 域 の 位 置  新 た に 施 行 区 域 と な る 部

分 の 面 積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 二 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定 め ら れ

た 地 域 の 面 積 を 除 く 。 ）

が 修 正 前 の 施 行 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第 九 条 第

十 二 項 に 規 定 す る 工 業 専  
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   用 地 域 に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ） の 十 パ  

ー セ ン ト 未 満 で あ り 、 か

つ 、 十 ヘ ク タ ー ル 未 満 で

あ る こ と 。  

    用 地 域 に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ） の 十 パ  

ー セ ン ト 未 満 で あ り 、 か

つ 、 十 ヘ ク タ ー ル 未 満 で

あ る こ と 。  

 

        

 二 十 ・ 二 十

一  （ 略 ）  
（ 略 ）  （ 略 ）    二 十 ・ 二 十

一  （ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）   

別 表 第 三 （ 第 三 十 八 条 関 係 ）  別 表 第 三 （ 第 三 十 八 条 関 係 ）  

 対 象 事 業 の

種 類  
行 為  

  対 象 事 業 の

種 類  

行 為  
 

 一  （ 略 ）  （ 略 ）    一  （ 略 ）  （ 略 ）   

 二  別 表 第

一 第 一 号

の 項 に 該

当 す る 対

象 事 業  

(1
)

～ （
3）  （ 略 ）    二  別 表 第

一 第 一 号

の 項 に 該

当 す る 対

象 事 業  

(1
)

～ （
3）  （ 略 ）   

   (４
)

 土 地 改 良 法 第 八 十 七 条 第 一 項 若 し く

は 第 八 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る

土 地 改 良 事 業 計 画 の 決 定 又 は 同 法 第 八

十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 七 項 の 規 定 に

よ る 土 地 改 良 事 業 計 画 の 変 更  

（
５

）
～ （
７

）

 （ 略 ）  

    (４
)

 土 地 改 良 法 第 八 十 七 条 第 一 項 若 し く

は 第 八 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る

土 地 改 良 事 業 計 画 の 決 定 又 は 同 法 第 八

十 七 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 七 項 の 規

定 に よ る 土 地 改 良 事 業 計 画 の 変 更  
（

５
）

～ （
７

）
 （ 略 ）  

 

        

 三 ～ 七  

（ 略 ）  

（ 略 ）    三 ～ 七  

（ 略 ）  

（ 略 ）   

 八  別 表 第

一 第 七 号

の 項 に 該

当 す る 対

象 事 業  

下 水 道 法 第 二 十 五 条 の 十 一 第 二 項 （ 同 条

第 七 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 協 議 の 申 出 又 は 同 条 第 五 項

（ 同 条 第 七 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出  

  八  別 表 第

一 第 七 号

の 項 に 該

当 す る 対

象 事 業  

下 水 道 法 第 二 十 五 条 の 三 第 二 項 （ 同 条 第

七 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に よ る 協 議 の 申 出 又 は 同 条 第 五 項

（ 同 条 第 七 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 届 出  

 

 九  別 表 第

一 第 八 号

の 項 に 該

当 す る 対

象 事 業  

(1
)

～ （
3）  （ 略 ）    九  別 表 第

一 第 八 号

の 項 に 該

当 す る 対

象 事 業  

(1
)

～ （
3）  （ 略 ）   

   (４
)

  ガ ス 事 業 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 五

十 一 号 ） 第 三 十 二 条 第 一 項 （ 同 法 第 百

五 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

第 六 十 八 条 第 一 項 （ 同 法 第 八 十 四 条 第

一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

又 は 第 百 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出  

    (４
)

 ガ ス 事 業 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 五

十 一 号 ） 第 三 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ る 届 出 又 は 同 法 第 三 十 七 条 の 二 の

規 定 に よ る 許 可 の 申 請  

 

   (５
)

 （ 略 ）      (５
)

 （ 略 ）   

   (６
)

 熱 供 給 事 業 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第

八 十 八 号 ） 第 三 条 の 規 定 に よ る 登 録 の

申 請  

(７
)

～ （１
０）  （ 略 ）   

    (６
)

 熱 供 給 事 業 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第

八 十 八 号 ） 第 三 条 の 許 可 の 申 請  

 

(７
)

～ （１
０）  （ 略 ）   

 

        

 十 ～ 十 六

（ 略 ）  

（ 略 ）    十 ～ 十 六

（ 略 ）  

（ 略 ）   

 十 七  別 表

第 一 第 十  

土 地 改 良 法 第 八 十 七 条 第 一 項 若 し く は 第

八 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 改  

  十 七  別 表

第 一 第 十  

土 地 改 良 法 第 八 十 七 条 第 一 項 若 し く は 第

八 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 土 地 改  
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 六 号 の 項  

に 該 当 す

る 対 象 事

業  

良 事 業 計 画 の 決 定 又 は 同 法 第 八 十 八 条 第  

一 項 若 し く は 第 七 項 の 規 定 に よ る 土 地 改

良 事 業 計 画 の 変 更  

  六 号 の 項  

に 該 当 す

る 対 象 事

業  

良 事 業 計 画 の 決 定 又 は 同 法 第 八 十 七 条 の  

三 第 一 項 若 し く は 第 七 項 の 規 定 に よ る 土

地 改 良 事 業 計 画 の 変 更  

 

    

 十 八 ・ 十 九  

（ 略 ）  

（ 略 ）    十 八 ・ 十 九  

（ 略 ）  

（ 略 ）   

備 考  （ 略 ）  備 考  （ 略 ）  

別 表 第 四 （ 第 四 十 六 条 、 附 則 第 四 項 関 係 ）  別 表 第 四 （ 第 四 十 六 条 、 附 則 第 四 項 関 係 ）  

 対 象 事 業 の

区 分  

事 業 の 諸 元  
手 続 を 経 る こ と を 要 し な

い 変 更 の 要 件  

  対 象 事 業 の

区 分  

事 業 の 諸 元  

手 続 を 経 る こ と を 要 し な

い 変 更 の 要 件  

 

 一 ～ 十 五

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）    一 ～ 十 五

（ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）   

 十 六  別 表

第 一 第 十

一 号 の 項

か ら 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(４
)

ま で 又

は 第 十 五

号 の 項 に

該 当 す る

対 象 事 業  

施 行 区 域 の 位 置  新 た に 施 行 区 域 と な る 部

分 の 面 積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 三 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定 め ら れ

た 地 域 の 面 積 を 除 く 。 ）

が 変 更 前 の 施 行 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第 九 条 第

十 三 項 に 規 定 す る 工 業 専

用 地 域 に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ） の 十 パ

ー セ ン ト 未 満 で あ り 、 か

つ 、 五 ヘ ク タ ー ル 未 満 で

あ る こ と 。  

  十 六  別 表

第 一 第 十

一 号 の 項

か ら 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(４
)

ま で 又

は 第 十 五

号 の 項 に

該 当 す る

対 象 事 業  

施 行 区 域 の 位 置  新 た に 施 行 区 域 と な る 部

分 の 面 積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 二 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定 め ら れ

た 地 域 の 面 積 を 除 く 。 ）

が 変 更 前 の 施 行 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第 九 条 第

十 二 項 に 規 定 す る 工 業 専

用 地 域 に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ） の 十 パ

ー セ ン ト 未 満 で あ り 、 か

つ 、 五 ヘ ク タ ー ル 未 満 で

あ る こ と 。  

 

 十 七  別 表

第 一 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(５
)

又 は

(６
)

に 該 当

す る 対 象

事 業  

土 地 形 状 変 更 区

域 の 位 置  

新 た に 土 地 形 状 変 更 区 域

と な る 部 分 の 面 積 （ 都 市

計 画 法 第 九 条 第 十 三 項 に

規 定 す る 工 業 専 用 地 域 に

定 め ら れ た 地 域 の 面 積 を

除 く 。 ） が 変 更 前 の 土 地

形 状 変 更 区 域 の 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第 十 三 項

に 規 定 す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域 の 面 積

を 除 く 。 ） の 十 パ ー セ ン

ト 未 満 で あ り 、 か つ 、 五

ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ

と 。  

  十 七  別 表

第 一 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(５
)

又 は

(６
)

に 該 当

す る 対 象

事 業  

土 地 形 状 変 更 区

域 の 位 置  

新 た に 土 地 形 状 変 更 区 域

と な る 部 分 の 面 積 （ 都 市

計 画 法 第 九 条 第 十 二 項 に

規 定 す る 工 業 専 用 地 域 に

定 め ら れ た 地 域 の 面 積 を

除 く 。 ） が 変 更 前 の 土 地

形 状 変 更 区 域 の 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第 十 二 項

に 規 定 す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域 の 面 積

を 除 く 。 ） の 十 パ ー セ ン

ト 未 満 で あ り 、 か つ 、 五

ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ

と 。  

 

 十 八  別 表

第 一 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(７
)

又 は

(８
)

に 該 当

す る 対 象

事 業  

土 地 形 状 変 更 区

域 の 位 置  

新 た に 土 地 形 状 変 更 区 域

と な る 部 分 の 面 積 （ 都 市

計 画 法 第 九 条 第 十 三 項 に

規 定 す る 工 業 専 用 地 域 に

定 め ら れ た 地 域 の 面 積 を

除 く 。 ） が 変 更 前 の 土 地

形 状 変 更 区 域 の 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第 十 三 項  

  十 八  別 表

第 一 第 十

四 号 の 項

内 容 の 欄

(７
)

又 は

(８
)

に 該 当

す る 対 象

事 業  

土 地 形 状 変 更 区

域 の 位 置  

新 た に 土 地 形 状 変 更 区 域

と な る 部 分 の 面 積 （ 都 市

計 画 法 第 九 条 第 十 二 項 に

規 定 す る 工 業 専 用 地 域 に

定 め ら れ た 地 域 の 面 積 を

除 く 。 ） が 変 更 前 の 土 地

形 状 変 更 区 域 の 面 積 （ 都

市 計 画 法 第 九 条 第 十 二 項  

 

   に 規 定 す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域 の 面 積

    に 規 定 す る 工 業 専 用 地 域

に 定 め ら れ た 地 域 の 面 積
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を 除 く 。 ） の 十 パ ー セ ン  を 除 く 。 ） の 十 パ ー セ ン  

   ト 未 満 で あ り 、 か つ 、 十

ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ

と 。  

    ト 未 満 で あ り 、 か つ 、 十

ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る こ

と 。  

 

 十 九  別 表

第 一 第 十

六 号 の 項

に 該 当 す

る 対 象 事

業  

施 行 区 域 の 位 置  新 た に 施 行 区 域 と な る 部

分 の 面 積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 三 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定 め ら れ

た 地 域 の 面 積 を 除 く 。 ）

が 変 更 前 の 施 行 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第 九 条 第

十 三 項 に 規 定 す る 工 業 専

用 地 域 に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ） の 十 パ

ー セ ン ト 未 満 で あ り 、 か

つ 、 十 ヘ ク タ ー ル 未 満 で

あ る こ と 。  

  十 九  別 表

第 一 第 十

六 号 の 項

に 該 当 す

る 対 象 事

業  

施 行 区 域 の 位 置  新 た に 施 行 区 域 と な る 部

分 の 面 積 （ 都 市 計 画 法 第

九 条 第 十 二 項 に 規 定 す る

工 業 専 用 地 域 に 定 め ら れ

た 地 域 の 面 積 を 除 く 。 ）

が 変 更 前 の 施 行 区 域 の 面

積 （ 都 市 計 画 法 第 九 条 第

十 二 項 に 規 定 す る 工 業 専

用 地 域 に 定 め ら れ た 地 域

の 面 積 を 除 く 。 ） の 十 パ

ー セ ン ト 未 満 で あ り 、 か

つ 、 十 ヘ ク タ ー ル 未 満 で

あ る こ と 。  

 

 二 十 ・ 二 十

一  （ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）    二 十 ・ 二 十

一  （ 略 ）  

（ 略 ）  （ 略 ）   

  

第 一 号 様 式 か ら 第 二 十 四 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 印 」 を 削 る 。  

 第 二 十 五 号 様 式 中 「 氏名   印 」 を 「氏名    」 に 改 め る 。  

第 二 十 六 号 様 式 中 「 印 」 を 削 る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の

規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 届 出 書 そ の 他 の 書 類 は 、 改 正 後 の 三 重 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基

づ い て 提 出 さ れ た 届 出 書 そ の 他 の 書 類 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 地 す べ り 防 止 区 域 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 二 月 十 二 日  

                        三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 二 十 三 号  

三 重 県 地 す べ り 防 止 区 域 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 地 す べ り 防 止 区 域 管 理 規 則 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 一 号 様 式 及 び 第 三 号 様 式 か ら 第 六 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 三重県知事 様 」 を 「三重県知事 宛て 」 に 改 め 、

「 印 」 を 削 る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 地 す べ り 防 止 区 域 管 理 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 等 は 、

改 正 後 の 三 重 県 地 す べ り 防 止 区 域 管 理 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 等 と み な す 。  

 

三 重 県 土 採 取 規 制 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 二 月 十 二 日  

  三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 二 十 四 号  
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三 重 県 土 採 取 規 制 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 土 採 取 規 制 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 規 則 第 六 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 第 一 号 様 式 及 び 第 二 号 様 式 中 「 三重県知事   様 」 を 「三重県知事   宛て 」 に 改 め 、 「 印 」 を 削 る 。  

第 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 承 継 の 届 出 書 ）  （ 承 継 の 届 出 書 ）  

第 十 一 条  （ 略 ）  第 十 一 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 届 出 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 届 出 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

一  土 採 取 事 業 を 承 継 し た 者 で あ っ て 承 継 の 原 因 が

相 続 で あ る 場 合  戸 籍 謄 本  

一  土 採 取 事 業 を 承 継 し た 相 続 人 で あ っ て 他 に 相 続

人 が 存 し な い 場 合  戸 籍 謄 本  

 二  土 採 取 事 業 を 承 継 し た 相 続 人 で あ っ て 他 の 相 続

人 の 全 員 の 同 意 に よ り 承 継 し た 場 合  第 九 号 様 式

に よ る 書 類 及 び 相 続 人 全 員 の 戸 籍 謄 本  

二  土 採 取 事 業 を 承 継 し た 者 で あ っ て 承 継 の 原 因 が

合 併 で あ る 場 合  合 併 後 の 法 人 及 び 消 滅 し た 法 人

の 登 記 事 項 証 明 書 並 び に 第 九 号 様 式 に よ る 事 業 譲

渡 証 明 書  

三  土 採 取 事 業 を 承 継 し た 者 で あ っ て 承 継 の 原 因 が

合 併 で あ る 場 合  合 併 後 の 法 人 及 び 消 滅 し た 法 人

の 登 記 事 項 証 明 書 並 び に 第 十 号 様 式 に よ る 事 業 譲

渡 証 明 書  

三  土 採 取 事 業 を 承 継 し た 者 で あ っ て 承 継 の 原 因 が

分 割 で あ る 場 合  分 割 前 の 法 人 の 承 継 に 係 る 議 事

録 、 分 割 後 の 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 及 び 第 九 号 様 式

に よ る 事 業 譲 渡 証 明 書  

四  土 採 取 事 業 を 承 継 し た 者 で あ っ て 承 継 の 原 因 が

分 割 で あ る 場 合  分 割 前 の 法 人 の 承 継 に 係 る 議 事

録 、 分 割 後 の 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 及 び 第 十 号 様 式

に よ る 事 業 譲 渡 証 明 書  

（ 標 識 の 様 式 等 ）  （ 標 識 の 様 式 等 ）  

第 十 二 条  条 例 第 十 八 条 に 規 定 す る 標 識 に は 、 次 の 事 項

を 記 載 し 、 そ の 様 式 は 第 十 号 様 式 の と お り と す る 。  

第 十 二 条  条 例 第 十 八 条 に 規 定 す る 標 識 に は 、 次 の 事 項

を 記 載 し 、 そ の 様 式 は 第 十 一 号 様 式 の と お り と す る 。 

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 身 分 を 示 す 証 明 書 ）  （ 身 分 を 示 す 証 明 書 ）  

第 十 三 条  条 例 第 二 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 証 明 書 の 様 式

は 、 第 十 一 号 様 式 の と お り と す る 。  

第 十 三 条  条 例 第 二 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 証 明 書 の 様 式

は 、 第 十 二 号 様 式 の と お り と す る 。  

   附  則     附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 十 三 年 九 月 二 十 六 日 か ら 施 行 す る 。  

 

１  こ の 規 則 は 、 平 成 十 三 年 九 月 二 十 六 日 か ら 施 行 す る 。 

２  条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 土 採 取 計 画 届

出 書 （ 第 十 三 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば

な ら な い 。  
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第３号様式（第７条関係） 
 

同 意 書 

年  月  日   

住 所            

氏 名            

                          電 話 

 下記の土地について、私は     が土の採取を行うことについて同意いたします。 

記 

所 在 地 地 目 実 測 面 積
（又は公簿
面積） 
（㎡） 市 町 大 字 字 地 番 現 況 登 記 簿 

       

       

 

 ◎この同意書に基づき、土の採取を行う者が土の採取に伴う跡地処理を怠った場

合、その土地の所有者に対し条例第十五条第二項に基づく命令を課されること

があります。 

（参 考）採取跡地における災害防止命令 

第十五条 知事は、認可等を受けた者が土の採取を廃止した後、当該土の採取を行

ったことにより生じる災害を防止する必要が生じたときは、当該土の採取を行っ

た者に対し、採取跡地の整備について必要な措置を採ることを命じることができ

る。 

２ 知事は、前項の命令を受けた者が同項に規定する必要な措置を採らない場合に

おいて、当該採取跡地での災害の発生のおそれが著しく大きいと認められるとき

は、当該採取跡地の所有者で当該土の採取について同意したものに対し、採取跡

地の整備について必要な措置を採ることを命じることができる。 

 （備考）１ 氏名欄は自筆署名で記入すること。 
     ２ 写しの提出でも可とする。 
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第 四 号 様 式 か ら 第 八 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 三重県知事   様 」 を 「三重県知事   宛て 」 に 改 め 、 「 印 」 を

削 る 。  

 第 九 号 様 式 か ら 第 十 一 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第９号様式（第11条関係） 
 

×整 理 番 号  

×受理年月日 年  月  日 

年  月  日   

事 業 譲 渡 証 明 書 

   三重県知事  宛て 

譲り渡した者 住    所                 

                  氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名 

   

電 話                    

譲り受けた者 住    所                 

                  氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名 

   

電 話                    

  次のとおり土採取に関する事業全部の譲り渡しがありましたことを証明します。 

 １ 譲渡する事業の認可（変更認可を含みます。）年月日及び認可番号 

                   年   月   日 

                   第       号 

 ２ 譲渡年月日 

                   年   月   日 
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第10号様式（第12条関係） 
 

100センチメートル以上  

三重県土採取規制条例による 

            土の採取者 住      所 

７０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

 土採取標識 

氏名又は名称及び

法人にあっては

その代表者の氏名

電 話 番 号 

 

土採取計画の認可年月日

及 び 認 可 番 号 

年  月  日 

第     号 

土の採取場及びその

周辺の状況見取図 

採 取 面 積 平方メートル 

 

採 取 数 量 立方メートル 

採 取 期 間 
年  月  日から 

年  月  日まで 

現 場 責 任 者 の 氏 名  
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第11号様式（第13条関係） 
 

（表） 

９センチメートル 
 

第     号  

身  分  証  明  書 

所  属            

職 氏 名            

生年月日   年  月  日  

 上記の者は、三重県土採取規制条例第20条第１項の規定による立入検査等を

行う者であることを証明します。 

    交付年月日      年   月   日 

    有 効 期 間      
年   月   日から

年   月   日まで
 

三重県知事        印  

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

（裏）  

三重県土採取規制条例（抜粋） 

 （立入検査等） 

第20条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土の採

取を行う者の事務所、土採取場その他土の採取に関する業務を行う場所に立

ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させるこ

とができる。 

２ 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し

これを関係者に提示しなければならない。 
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第 十 二 号 様 式 及 び 第 十 三 号 様 式 を 削 る 。  

   附  則  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 土 採 取 規 制 条 例 施 行 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 等 は 、 改

正 後 の 三 重 県 土 採 取 規 制 条 例 施 行 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 等 と み な す 。  

 

土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

 令 和 三 年 二 月 十 二 日  

三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 二 十 五 号  

土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 二

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 承 継 ）  （ 承 継 ）  

第 八 条  （ 略 ）  第 八 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 項 の 届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 面 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

３  前 項 の 届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 面 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

一  特 定 開 発 行 為 を 承 継 し た 相 続 人 に あ っ て は 、 当 該

相 続 人 の 戸 籍 謄 本  

一  特 定 開 発 行 為 を 承 継 し た 相 続 人 で あ っ て 相 続 人

が 一 人 の 場 合 に あ っ て は 、 当 該 相 続 人 の 戸 籍 謄 本  

 二  特 定 開 発 行 為 を 承 継 し た 相 続 人 で あ っ て 二 人 以

上 の 相 続 人 の 全 員 の 同 意 に よ り 選 定 さ れ た も の に

あ っ て は 、 事 業 相 続 同 意 書 （ 第 六 号 様 式 ） に よ る 書

面 及 び 相 続 人 全 員 の 戸 籍 謄 本  

二 ・ 三  （ 略 ）   三 ・ 四  （ 略 ）  

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

５  前 項 の 規 定 に よ り 地 位 を 承 継 し た 場 合 は 、 遅 滞 な く 、

事 業 譲 渡 届 出 書 （ 第 六 号 様 式 ） を 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

５  前 項 の 規 定 に よ り 地 位 を 承 継 し た 場 合 は 、 遅 滞 な く 、

事 業 譲 渡 届 出 書 （ 第 七 号 様 式 ） を 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

６  前 項 の 届 出 書 に は 、 事 業 譲 渡 証 明 書 （ 第 七 号 様 式 ）

及 び 譲 渡 の 理 由 を 示 す 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

６  前 項 の 届 出 書 に は 、 事 業 譲 渡 証 明 書 （ 第 八 号 様 式 ）

及 び 譲 渡 の 理 由 を 示 す 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 休 止 の 届 出 ）  （ 休 止 の 届 出 ）  

第 九 条  許 可 を 受 け た 者 が 当 該 許 可 に 係 る 特 定 開 発 行 為

を 六 月 以 上 休 止 し よ う と す る と き は 、 遅 滞 な く 、 休 止

届 （ 第 八 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

第 九 条  許 可 を 受 け た 者 が 当 該 許 可 に 係 る 特 定 開 発 行 為

を 六 月 以 上 休 止 し よ う と す る と き は 、 遅 滞 な く 、 休 止

届 （ 第 九 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 標 識 の 設 置 ）  （ 標 識 の 設 置 ）  

第 十 一 条  許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 特 定 開 発 行 為 に 係 る

工 事 の 施 工 期 間 中 当 該 工 事 現 場 の 見 や す い 場 所 に 、 特

定 開 発 行 為 許 可 標 識 （ 第 九 号 様 式 ） を 設 置 し な け れ ば

な ら な い 。  

第 十 一 条  許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 特 定 開 発 行 為 に 係 る

工 事 の 施 工 期 間 中 当 該 工 事 現 場 の 見 や す い 場 所 に 、 特

定 開 発 行 為 許 可 標 識 （ 第 十 号 様 式 ） を 設 置 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 身 分 証 明 書 ）  （ 身 分 証 明 書 ）  

第 十 二 条  法 第 五 条 第 五 項 （ 法 第 二 十 二 条 第 二 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 身

分 証 明 書 （ 第 十 号 様 式 ） と す る 。  

第 十 二 条  法 第 五 条 第 五 項 （ 法 第 二 十 二 条 第 二 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 身

分 証 明 書 （ 第 十 一 号 様 式 ） と す る 。  

 第 二 号 様 式 か ら 第 十 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第２号様式（第４条関係） 
 

特定開発行為変更許可申請書 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律第17条第１項の規定により、特定開発行為

の変更の許可を申請します。 

      年  月  日 

 三重県知事 宛て 

住所又は所在地            

氏名又は名称             

及び代表者の氏名           

※ 手 数 料 欄 

特 

定 

開 

発 

行 

為 

変 

更 
事 
項 

１ 開発区域に含まれる地域
の名称  

２ 開発区域の面積 平方メートル 

３ 特定予定建築物の用途  

４ 特定予定建築物の敷地の
位置  

５ 対策工事の概要  

６ 対策工事以外の特定開発

行為に関する工事の概要 
 

７ その他必要な事項  

特定開発行為許可番号     年  月  日  第     号 

変 更 の 理 由  

※ 受 付 番 号     年  月  日  第     号 

※変更許可に付した条件  

※ 変 更 の 許 可 番 号     年  月  日  第     号 
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 備考 １ 許可申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表

者の氏名を記載してください。 

    ２ ※印のある欄は記載しないでください。 

    ３ 「その他必要な事項」の欄には、特定開発行為を行うことについて、他の法

令による許可等を要する場合には、その手続きの状況を記載してください。 

    ４ 特定開発行為変更事項（「その他必要な事項」を除く。）は、変更前及び変更

後の内容を対照させて記載してください。 
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第３号様式（第６条関係） 
 

特 定 開 発 行 為 変 更 届 出 書 

年  月  日   

   三重県知事 宛て 

住所又は所在地             

氏名又は名称              

及び代表者の氏名            

電   話               

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第17条第３項の規

定により、特定開発行為の変更について下記により届け出ます。 

記 

１ 変更に係る事項 

変 更 前 変 更 後 

  

２ 変更の理由 

３ 特定開発許可の許可番号 年   月   日   

 備考 この届出書は、次の場合に提出してください。 

    ①変更に伴い、予定建築物の用途が制限用途以外に変更した場合 

    ②対策工事等の着手予定年月日を変更した場合 

    ③対策工事等の完了予定年月日を変更した場合 
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第４号様式（第７条関係） 
 

住 所 ・ 氏 名 変 更 届 出 書 

年  月  日   

   三重県知事 宛て 

住所又は所在地             

氏名又は名称              

及び代表者の氏名            

電   話               

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則第７条の

規定により、次のとおり届け出ます。 

 １ 特定開発行為許可番号 

 ２ 変更の内容 

変 更 前 の 内 容 変 更 後 の 内 容 

  

 ３ 変更の理由 

 ４ 添付書面 

 備考 添付書面には、変更の経緯が分かる書面を添付してください。    
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第５号様式（第８条関係） 
 

事 業 承 継 届 出 書 

年  月  日   

   三重県知事 宛て 

住所又は所在地             

氏名又は名称              

及び代表者の氏名            

電   話               

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則第８条第

１項の規定による地位の承継をしたので、次のとおり届け出ます。 

 １ 特定開発行為許可の年月日及び番号    年  月  日  第   号 

 ２ 被承継者の氏名又は名称 

   及び代表者氏名 

 ３ 承継年月日 

 ４ 承継の原因 

 備考 添付書類 ①承継の原因が相続の場合は、相続人の戸籍謄本 

         ②承継の原因が法人の合併の場合は、合併後の法人及び消滅した法人 

の登記事項証明書 

         ③承継の原因が法人の分割の場合は、分割前の法人の事業承継が分か 

る議事録及び分割後の法人の登記事項証明書 
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第６号様式（第８条関係） 
 

事 業 譲 渡 届 出 書 

年  月  日   

   三重県知事 宛て 

住所又は所在地             

氏名又は名称              

及び代表者の氏名            

電   話               

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則第８条第

４項の規定による地位の承継をしたので、次のとおり届け出ます。 

 １ 特定開発行為許可の年月日及び番号    年  月  日  第   号 

 ２ 被承継人の氏名又は名称 

   及び代表者氏名 

 ３ 事業譲渡年月日 

 ４ 事業譲渡の原因 

 備考 添付書類 ①事業譲渡証明書（第７号様式） 

         ②譲渡の理由を示す書面 
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第７号様式（第８条関係） 

年  月  日   

事 業 譲 渡 証 明 書                

   三重県知事     宛て 

譲り渡した者  住所又は所在地             

氏名又は名称及び
法人にあっては、
その代表者氏名          

   

譲り受けた者  住所又は所在地             

氏名又は名称及び
法人にあっては、
その代表者氏名          

   

  次のとおり土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条

第１項の許可又は第17条第１項の許可に関する特定開発行為全部の譲り渡しがありまし

たことを証明します。 

 １ 許可年月日及び許可番号 

              年  月  日 

              第     号 

 ２ 譲渡年月日 

           年  月  日 

 ３ 添付書面 

 

 備考  特定開発行為の譲渡があったことを示す書面を添付してください。 
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第８号様式（第９条関係） 
 

休 止 届 出 書 

年  月  日   

   三重県知事 宛て 

住所又は所在地              

氏名又は名称及び法人に          

あってはその代表者            

電   話                

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則第９条の

規定により、次のとおり届け出ます。 

 １ 特定開発行為許可（変更の許可を含む。）を受けた年月日及び許可番号 

          年  月  日  第     号 

 ２ 休止期日          年  月  日 

 ３ 再開予定年月日       年  月  日 

 ４ 休止理由 

 ５ 開発区域の状況及び休止期間の保全計画 
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 第 十 一 号 様 式 を 削 る 。  

附  則  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 細

則 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 等 は 、 改 正 後 の 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関

す る 法 律 施 行 細 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 等 と み な す 。  

 

三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 二 月 十 二 日  

三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 二 十 六 号  

三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 三 重 県 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 承 継 の 届 出 ）  （ 承 継 の 届 出 ）  

第 十 二 条  （ 略 ）  第 十 二 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 届 出 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 添 付 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 届 出 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 添 付 す る も の と す る 。  

一  相 続 に よ り 行 為 等 を 承 継 し た 場 合  戸 籍 謄 本  一  他 に 相 続 人 が な い 場 合 に 行 為 等 を 承 継 し た と き

戸 籍 謄 本  

 二  相 続 人 が 二 人 以 上 あ る 場 合 で そ の 全 員 の 同 意 に

よ り 行 為 等 を 承 継 し た と き  戸 籍 謄 本 及 び 砂 防 指

定 地 内 行 為 等 相 続 同 意 書 （ 第 十 号 様 式 ）  

二  法 人 が 合 併 に よ り 行 為 等 を 承 継 し た 場 合  合 併

後 の 法 人 及 び 消 滅 し た 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 並 び

に 事 業 譲 渡 証 明 書 （ 第 十 号 様 式 ）  

三  法 人 が 合 併 に よ り 行 為 等 を 承 継 し た 場 合  合 併

後 の 法 人 及 び 消 滅 し た 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 並 び

に 事 業 譲 渡 証 明 書 （ 第 十 一 号 様 式 ）  

三  （ 略 ）  四  （ 略 ）  

（ 権 利 の 譲 渡 ）  （ 権 利 の 譲 渡 ）  

第 十 三 条  条 例 第 十 五 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る

者 は 、 砂 防 設 備 占 用 権 利 譲 渡 承 認 申 請 書 （ 第 十 一 号 様

式 ） を 提 出 し て 行 う も の と す る 。  

第 十 三 条  条 例 第 十 五 条 第 一 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る

者 は 、 砂 防 設 備 占 用 権 利 譲 渡 承 認 申 請 書 （ 第 十 二 号 様

式 ） を 提 出 し て 行 う も の と す る 。  

（ 行 為 等 の 休 廃 止 の 届 出 ）  （ 行 為 等 の 休 廃 止 の 届 出 ）  

第 十 四 条  条 例 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 砂 防 指 定

地 内 行 為 等 休 止 （ 廃 止 ） 届 出 書 （ 第 十 二 号 様 式 ） に よ

り 行 う も の と す る 。  

第 十 四 条  条 例 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 砂 防 指 定

地 内 行 為 等 休 止 （ 廃 止 ） 届 出 書 （ 第 十 三 号 様 式 ） に よ

り 行 う も の と す る 。  

（ 行 為 等 の 完 了 の 届 出 ）  （ 行 為 等 の 完 了 の 届 出 ）  

第 十 五 条  条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 の 届 出 は 、 行 為 等 が 完

了 し た 日 か ら 十 日 以 内 に 、 砂 防 指 定 地 内 行 為 等 完 了 届

出 書 （ 第 十 三 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

第 十 五 条  条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 の 届 出 は 、 行 為 等 が 完

了 し た 日 か ら 十 日 以 内 に 、 砂 防 指 定 地 内 行 為 等 完 了 届

出 書 （ 第 十 四 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 身 分 証 明 書 ）  （ 身 分 証 明 書 ）  

第 十 六 条  条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 身 分 を 示 す

証 明 書 の 様 式 は 、 身 分 証 明 書 （ 第 十 四 号 様 式 ） と す る 。 

第 十 六 条  条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 身 分 を 示 す

証 明 書 の 様 式 は 、 身 分 証 明 書 （ 第 十 五 号 様 式 ） と す る 。 

 第 一 号 様 式 及 び 第 二 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第１号様式（第４条関係） 
 

砂 防 指 定 地 内 行 為 届 出 書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

  三重県砂防指定地等管理条例第４条第２項の規定により、応急措置として許可を要す

る行為をしましたので、次のとおり届け出ます。 

災 害 そ の 他 非 常 の 事 態 発 生 の 内 容 
 

許可を要する行為をした場所及び河川名 
 

許 可 を 要 す る 行 為 の 種 類 及 び 数 量 
 

許 可 を 要 す る 行 為 の 目 的 及 び 理 由 
 

許 可 を 要 す る 行 為 の 期 間 
 

許 可 を 要 す る 行 為 を し

た 者 の 住 所 及 び 氏 名 

（他人が行為を実施した場合） 

 

（規格Ａ４版）  

 備考 

  この届出書には、三重県砂防指定地等管理条例施行規則別表の上欄に掲げる行為の内 

容に応じ、同表下欄に掲げる書類を添付してください。 
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第２号様式（第５条関係） 
 

砂防指定地内行為許可申請書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

  三重県砂防指定地等管理条例第６条第１項の規定により、行為の許可を受けたいので、

次のとおり申請します。 

許 可 を 要 す る 行 為 を し よ

う と す る 場 所 及 び 河 川 名 
 

許可を要する行為の種類及び数量  

許可を要する行為の目的及び理由  

許 可 を 要 す る 行 為 の 期 間  

許 可 を 要 す る 行 為 を 実 施

す る 者 の 住 所 及 び 氏 名 

（他人に当該行為を実施させる場合） 

 

（規格Ａ４版）  

 備考 

  この申請書には、三重県砂防指定地等管理条例施行規則別表の上欄に掲げる行為の内 

容に応じ、下欄に掲げる書類を添付してください。 
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 第 四 号 様 式 か ら 第 七 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第４号様式（第６条関係） 
 

砂 防 設 備 占 用 許 可 申 請 書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

  三重県砂防指定地等管理条例第11条の規定により準用する第６条の規定により、占用

の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

占用する場所及び河川名  

占用する物件の種類及び数量  

占 用 の 目 的 及 び 理 由  

占 用 の 期 間  

（規格Ａ４版）  
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第５号様式（第８条関係） 
 

砂防指定地内行為等許可更新申請書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

      年  月  日付け三重県指令 第  号で許可を受けた行為等の許可を 

 年  月  日まで更新したいので、三重県砂防指定地等管理条例施行規則第８条第

１項の規定により、次のとおり申請します。 

更新の理由  

（規格Ａ４版）  
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第６号様式（第９条関係） 
 

砂防指定地内行為等変更許可申請書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

      年  月  日付け三重県指令 第  号で許可を受けた行為等の内容の変

更の許可を受けたいので、三重県砂防指定地等管理条例第10条第１項の規定により、次

のとおり申請します。 

変更の内容  

変更の理由  

（規格Ａ４版）  

 備考 

  １ この申請書には、変更しようとする内容がわかる書類を添付してください。 

  ２ 条例第４条第１項第１号から第３号までの規定による行為の変更にあっては、工

事設計書（第３号様式）に変更前を朱書きし、変更後を黒書きして提出してくださ

い。 
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第７号様式（第９条関係） 
 

住 所 等 変 更 届 出 書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

      年  月  日付け三重県指令 第  号をもって許可のあった行為等につ

いて変更しましたので、三重県砂防指定地等管理条例第10条第１項（同条例第11条にお

いて準用する場合を含みます。）の規定により、次のとおり届け出ます。 

変 更 事 項 

変 更 前  

変 更 後  

変更年月日       年  月  日 

変更の理由  

添 付 書 面  

（規格Ａ４版）  

 備考 

  変更の事実を明らかにする書面を添付してください。 
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 第 九 号 様 式 か ら 第 十 四 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第９号様式（第12条関係） 
 

砂防指定地内行為等地位承継届出書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

      年  月  日付け三重県指令 第  号をもって許可のあった行為等につ

いてその地位を承継しましたので、三重県砂防指定地等管理条例第14条第３項の規定に

より、次のとおり届け出ます。 

被承継人 

住所又は所在地  

氏名又は名称及び        

法人にあっては、その代表者の氏名 
 

承継年月日 年  月  日 

承継の理由  

（規格Ａ４版）  
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第10号様式（第12条関係） 
 

事 業 譲 渡 証 明 書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

譲渡人 氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

住所又は所在地               

譲受人 氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

      年  月  日付け三重県指令 第  号をもって許可のあった行為等に関

する事業の全部の譲渡が、  年  月  日にありましたことを証明します。 

  

令和3年2月12日 三　重　県　公　報 第　182　号

39



第11号様式（第13条関係） 
 

砂防設備占用権利譲渡承認申請書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

譲渡人 氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

住所又は所在地               

譲受人 氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

      年  月  日付け三重県指令 第  号をもって許可のあった砂防設備の

占用について、次のとおり権利譲渡の承認を受けたいので三重県砂防指定地等管理条例

第15条第１項の規定により、申請します。 

譲渡の理由  

（規格Ａ４版）  
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第12号様式（第14条関係） 
 

砂防指定地内行為等休止（廃止）届出書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

      年  月  日付け三重県指令 第  号をもって許可のあった行為等は休

止（廃止）しますので、三重県砂防指定地等管理条例第19条の規定により、次のとおり

届け出ます。 

休止（廃止）年月日  

再 開 予 定 年 月 日  

休止（廃止）理由  

行 為 等 の 状 況

及 び 保 全 計 画 

 

（規格Ａ４版）  

 備考 

  １ 休止の場合にあっては、再開予定年月日を記入してください。 

  ２ 当該行為等の状況及び保全計画を明らかにする書面として、縦断面図、横断面図、

実測平面図その他の書面を知事の指示により添付してください。 
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第13号様式（第15条関係） 
 

砂防指定地内行為等完了届出書 

年  月  日   

   三重県知事     宛て 

住所又は所在地               

氏名又は名称及び

法人にあっては、その代表者の氏名

     
 

      年  月  日付け三重県指令 第  号をもって許可のあった行為等につ

いて  年  月  日に完了しましたので、三重県砂防指定地等管理条例第21条第１

項の規定により届け出ます。 
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第14号様式（第16条関係） 
 

（表） 

身 分 証 明 書 

第     号  

所     属          

職  氏  名          

生 年 月 日          

 上記の者は、三重県砂防指定地等管理条例第22条第１項の規定により砂防

指定地の監視管理等のため、他人の占有する土地に立ち入ることができる者

であることを証明します。 

  交付年月日    年  月  日 

  有 効 期 間    年  月  日から 

           年  月  日まで 

三重県知事        □印   

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

９センチメートル  

（裏） 

 砂防法（明治30年法律第29号）（抜すい） 

第２条 砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁

止若ハ制限スヘキ土地ハ主務大臣之ヲ指定ス 

 三重県砂防指定地等管理条例（平成14年三重県条例第66号）（抜すい） 

第22条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、砂防指定地又はその隣接

する土地への立入りを、当該職員に行わせることができる。 
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 第 十 五 号 様 式 を 削 る 。  

   附  則  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 施 行 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 等  

は 、 改 正 後 の 三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 施 行 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 等 と み な す 。  

 

 

人 事 委 規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 （ 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 二 月 十 二 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 （ 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 （ 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

 （ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）   （ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  

第 四 条  条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員  

会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七

― 四 九 （ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 五

条 第 二 項 に 該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一

項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満 十 八 歳 に

達 す る 日 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る

子 が 居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号 に 規 定 す る

異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 直 前 の 住 居 で あ つ た 住 宅

（ 前 条 に 規 定 す る 住 宅 を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず

る も の と し て 人 事 委 員 会 の 定 め る 住 宅 を 借 り 受

け 、 月 額 一 万 五 千 円 を 超 え る 家 賃 を 支 払 つ て い る

も の と す る 。  

第 四 条  条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 人 事 委 員  

会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七

― 四 九 （ 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 五

条 第 二 項 に 該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一

項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満 十 八 歳 に

達 す る 日 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る

子 が 居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号 に 規 定 す る

異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 直 前 の 住 居 で あ つ た 住 宅

（ 前 条 に 規 定 す る 住 宅 を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず

る も の と し て 人 事 委 員 会 の 定 め る 住 宅 を 借 り 受

け 、 月 額 八 千 円 を 超 え る 家 賃 を 支 払 つ て い る も の

と す る 。  

   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  令 和 四 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 三 重 県 条 例 第 六

十 号 ） 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 で あ っ て 、 同 年 四 月 一 日 に お い

て も 引 き 続 き 当 該 住 居 手 当 に 係 る 住 宅 を 借 り 受 け 、 家 賃 を 支 払 っ て い る も の の う ち 、 同 日 に 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） 第 十 二 条 の 五 第 一 項 各 号 に 該 当 す る こ と と な る も の に つ い て は 、

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 支 給 さ れ て い た 住 居 手 当 に 係 る 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 行 わ れ た 届 出 （ 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 八 （ 令 和 二 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に

よ る 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 七 条 に お い て 準 用 す る 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が

行 わ れ た 場 合 に は 、 当 該 届 出 ） を 令 和 四 年 四 月 一 日 に お い て 支 給 さ れ る こ と と な る 住 居 手 当 に 係 る 同 項 の 規 定

に よ り 行 わ れ た 届 出 と み な す 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 八 （ 令 和 二 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 に 関 す る 規

則 ） を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 二 月 十 二 日  
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                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 八 （ 令 和 二 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当  

に 関 す る 規 則 ）  

 （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 三 重 県 条 例 第 六 十 号 。 以 下 「 改

正 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

 （ 適 用 除 外 職 員 ）  

第 二 条  改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

 一  改 正 給 与 条 例 第 二 条 の 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い て 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前

の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 改 正 前 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 の 五 第 一 項 第 一 号 に 該 当 し て い た 職

員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 の い ず れ か に 該 当 す る も の  

  イ  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） 第 十 二 条 の 五 の 規 定 を 適 用 す る と し た  

な ら ば 新 た に 同 条 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と と な る 職 員  

  ロ  改 正 前 給 与 条 例 第 十 二 条 の 五 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば 同 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 し な い こ と と な る  

職 員  

 二  施 行 日 の 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し て い た 職 員 で あ っ て 、

同 条 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば 同 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か 又 は 全 て に 該 当 し な い こ と と な る 職 員  

 三  改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 旧 手 当 額 が 二 千 円 以 下 と な る 職 員  

 四  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 （ 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 二 年 五 月 一 日 ） に

よ る 改 正 に よ り 、 施 行 日 に お い て 次 に 掲 げ る 職 員 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 者  

イ  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 （ 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 二 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員  

  ロ  住 居 手 当 に 関 す る 規 則 第 三 条 に 規 定 す る 住 宅 を 借 り 受 け て い る 職 員  

 五  前 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 準 ず る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 が 定 め る 職 員  

 （ 家 賃 の 月 額 に 変 更 が あ っ た 場 合 の 旧 手 当 額 ）  

第 三 条  改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各  

 号 に 定 め る 額 を 基 礎 と し て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 二 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 住 居 手 当 の 月 額 に 相 当

す る 額 と す る 。  

 一  変 更 後 の 家 賃 の 月 額 が 当 該 変 更 前 に 支 給 さ れ て い た 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 月 額

の 算 出 の 基 礎 と な っ た 家 賃 の 月 額 （ 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 「 旧 家 賃 月 額 」 と い う 。 ） よ り 高 い 場 合 （ 第

三 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ）  旧 家 賃 月 額  

 二  変 更 後 の 家 賃 の 月 額 が 旧 家 賃 月 額 よ り 低 い 場 合 （ 次 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ）  変 更 後 の 家 賃 の 月 額  

 三  施 行 日 の 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し て い た 場 合 又 は 同 日 に

お い て 同 条 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば 同 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る こ と と な る 場 合  人 事 委 員 会 と 協

議 し て 定 め る 額  

 （ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  

第 四 条  改 正 給 与 条 例 附 則 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。  

 一  次 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ っ て 、 当 該 職 員 と な る 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項

の 規 定 に よ り 住 居 手 当 の 支 給 を 受 け て い た 者 で 、 令 和 三 年 三 月 に お い て 当 該 職 員 で な か っ た と し た な ら ば 同

項 の 規 定 に よ り 同 月 に 係 る 住 居 手 当 を 支 給 さ れ る も の の う ち 、 引 き 続 き 同 項 に 該 当 す る も の  

イ  無 給 休 職 者 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 第 二 項

第 一 号 の 規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い る 職 員 の う ち 、 給 与 の 支 給 を 受 け て い な い 職 員 を い う 。 ）  

  ロ  停 職 者 （ 法 第 二 十 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ て い る 職 員 を い う 。 ）  

  ハ  専 従 休 職 者 （ 法 第 五 十 五 号 の 二 第 一 項 た だ し 書 の 許 可 を 受 け て い る 職 員 を い う 。 ）  

  ニ  地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 二 条 の 規 定 に よ り 育 児 休 業 を し て い  

る 職 員  

  ホ  大 学 院 修 学 休 業 職 員 （ 教 育 公 務 員 特 例 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ） 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 大 学  

院 修 学 休 業 を し て い る 職 員 を い う 。 ）  

  ヘ  長 期 自 己 研 修 職 員 （ 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 八 年 三 重 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 一 号 の 規 定 に  

よ り 休 職 に さ れ て い る 職 員 を い う 。 ）  

  ト  無 給 派 遣 職 員 （ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 三  
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重 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 及 び 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例  

第 六 十 六 号 。 第 三 号 に お い て 「 公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 派 遣 職 員 の う ち 、  

給 与 の 支 給 を 受 け て い な い 職 員 を い う 。 ）  

  チ  三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 三 （ 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 特 例 に 関 す る 規 則 ） 第 二 条 第 十 一 号 の 規 定 に よ  

   り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ た 職 員 の う ち 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 職 員  

 二  次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 か ら 引 き 続 き 新 た に 職 員 と な っ た 者 （ 任 命 権 者 を 異 に し て 異 動 し た 者 に 限 る 。 ） 

で あ っ て 、 令 和 三 年 三 月 に お い て 職 員 で あ っ た と し た な ら ば 改 正 前 給 与 条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ

り 同 月 に 係 る 住 居 手 当 を 支 給 さ れ る も の の う ち 、 引 き 続 き 同 項 に 該 当 す る も の  

イ  公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員  

ロ  企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 ） の 適 用 を 受

け る 職 員  

  ハ  病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 三 重 県 条 例 第 五 十 号 ） の 適 用 を 受 け

る 職 員  

 三  職 員 か ら 引 き 続 き 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と な っ た も の か ら 引 き 続 き 新 た に 職 員 と な っ た 者 で あ っ て 、

次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と な る 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 住 居 手 当 の

支 給 を 受 け て い た 者 で 、 令 和 三 年 三 月 に お い て 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で な か っ た と し た な ら ば 同 項 の 規

定 に よ り 同 月 に 係 る 住 居 手 当 を 支 給 さ れ る も の の う ち 、 引 き 続 き 同 項 に 該 当 す る も の  

  イ  国 家 公 務 員 又 は 独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 独 立

行 政 法 人 を い う 。 ） の 職 員  

  ロ  他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る

特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 又 は 県 が 設 立 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員  

  ハ  三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 七 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 一

般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 又 は 同 条 例 第 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員  

  ニ  国 立 大 学 法 人 （ 国 立 大 学 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を

い う 。 ） の 職 員  

  ホ  公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 第 十 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者  

 四  前 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 準 ず る 職 員 と し て 人 事 委 員 会 が 定 め る 職 員  

 （ 確 認 及 び 決 定 ）  

第 五 条  任 命 権 者 （ そ の 委 任 を 受 け た 者 を 含 む 。 ） は 、 施 行 日 の 前 日 に 改 正 前 給 与 条 例 第 十 二 条 の 五 の 規 定 に よ り  

支 給 さ れ て い た 住 居 手 当 に 係 る 事 実 （ 令 和 三 年 三 月 二 日 か ら 施 行 日 ま で の 間 に お け る 当 該 住 居 手 当 に 係 る 家 賃

の 月 額 の 変 更 を 含 む 。 ） を 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 第 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 住 居 手 当 認 定 簿 そ の 他 の 資 料 に よ り 確

認 し 、 当 該 住 居 手 当 を 受 け て い た 職 員 が 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 の 職 員 で あ る 要 件 を 具 備 す る 場 合 は 、 施 行 日

に お い て 支 給 す べ き 同 項 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 月 額 を 決 定 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 支 給 の 始 期 及 び 終 期 ）  

第 六 条  改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 は 、 令 和 三 年 四 月 か ら 開 始 し 、 職  

員 が こ れ ら の 規 定 の 職 員 で あ る 要 件 を 欠 く に 至 っ た 日 の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の  

属 す る 月 の 前 月 ） 又 は 令 和 四 年 三 月 の い ず れ か 早 い 月 を も っ て 終 わ る 。  

 （ 規 則 の 準 用 ）  

第 七 条  住 居 手 当 に 関 す る 規 則 第 五 条 か ら 第 九 条 ま で （ 第 八 条 第 一 項 を 除 く 。 ） の 規 定 及 び 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

七 ― 六 九 （ 総 務 事 務 シ ス テ ム を 使 用 し て 給 与 関 係 手 続 を 行 う 場 合 の 特 例 に 関 す る 規 則 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 シ  

ス テ ム 手 続 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で の 規 定 は 、 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に  

よ る 住 居 手 当 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 第 五 条 第 一 項 中 「 新 た に 条  

例 第 十 二 条 の 五 第 一 項 の 職 員 で あ る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 職 員 は 、 当 該 要 件 を 具 備 し て い る こ と 」 と あ る の  

は 「 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 三 重 県 条 例 第 六 十 号 ） 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項  

ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 を 受 け て い る 職 員 は 、 そ の 居 住 す る 住 宅 、 家 賃 の 額 等 に 変 更 が あ つ た 場 合 に は 、 当  

該 変 更 に 係 る 事 実 」 と 、 「 な ら な い 。 住 居 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 居 住 す る 住 宅 、 家 賃 の 額 等 に 変 更 が あ つ た 場  

合 に つ い て も 、 同 様 と す る 」 と あ る の は 「 な ら な い 」 と 、 同 規 則 第 六 条 第 一 項 中 「 決 定 し 、 又 は 改 定 」 と あ る  

の は 「 改 定 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 八 （ 令 和 二 年 改 正 給 与 条 例  

附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 五 条 又 は 前 項 」 と 、 同 規 則 第 八 条 第 二 項 中  

「 改 定 す る 。 前 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 住 居 手 当 の 月 額 を 増 額 し て 改 定 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 」 と あ る の は  
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「 改 定 す る 」 と 読 み 替 え 、 シ ス テ ム 手 続 規 則 第 二 条 第 二 号 中 「 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 三 重 県 人  

事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 ） 」 と あ る の は 「 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 八 。 
三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 八 （ 令 和 二 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 に 関  

す る 規 則 ） 第 七 条 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 （ 雑 則 ）  

第 八 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 に  

関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

     規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 二 月 十 二 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    
三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   木   平   芳   定    

          第 一 号  

公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年            第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に  

改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  

第 四 条  条 例 第 十 五 条 の 三 第 一 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め る

職 員 は 、 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則

（ 平 成 二 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会

規 則 第 一 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務

員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条

の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の

六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職

員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満 十 八 歳 に 達

す る 日 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 が

居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 又 は

学 校 の 移 転 の 直 前 の 住 居 で あ つ た 住 宅 （ 前 条 に 規 定 す

る 住 宅 を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 県 委 員

会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 住 宅 を 借 り 受 け 、 月

額 一 万 五 千 円 を 超 え る 家 賃 を 支 払 っ て い る も の と す

る 。   

（ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  

第 四 条  条 例 第 十 五 条 の 三 第 一 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め る

職 員 は 、 公 立 学 校 職 員 の 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 規 則

（ 平 成 二 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会

規 則 第 一 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 該 当 す る 職 員 （ 地 方 公 務

員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条

の 四 第 一 項 、 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の

六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職

員 を 除 く 。 ） で 、 同 項 第 三 号 に 規 定 す る 満 十 八 歳 に 達

す る 日 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 子 が

居 住 す る た め の 住 宅 と し て 、 同 号 に 規 定 す る 異 動 又 は

学 校 の 移 転 の 直 前 の 住 居 で あ つ た 住 宅 （ 前 条 に 規 定 す

る 住 宅 を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 県 委 員

会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 住 宅 を 借 り 受 け 、 月

額 八 千 円 を 超 え る 家 賃 を 支 払 っ て い る も の と す る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  令 和 四 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 三 重 県 条

例 第 六 十 一 号 ） 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 を 支 給 さ れ て い る 職 員 で あ っ て 、 同 年 四 月 一

日 に お い て も 引 き 続 き 当 該 住 居 手 当 に 係 る 住 宅 を 借 り 受 け 、 家 賃 を 支 払 っ て い る も の の う ち 、 同 日 に 公 立 学 校

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 第 十 五 条 の 三 第 一 項 各 号 に 該 当 す る こ と と な る も の

に つ い て は 、 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 支 給 さ れ て い た 住 居 手 当 に 係 る 公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る

人 事 委 
教 育 委 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  
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規 則 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 届 出 （ 令 和 二 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る

住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 令 和 三 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ） 第 七 条 に お い て 準 用

す る 公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 当 該 届 出 ） を

令 和 四 年 四 月 一 日 に お い て 支 給 さ れ る こ と と な る 住 居 手 当 に 係 る 同 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 届 出 と み な す 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 二 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 を こ こ に

公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 二 月 十 二 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   木   平   芳   定    

          第 二 号  

令 和 二 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 に 関 す る 規 則  

（ 趣 旨 ）   

第 一 条  こ の 規 則 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 。

以 下 「 改 正 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る 。  

（ 適 用 除 外 職 員 ）  

第 二 条  改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と す る 。  

一  改 正 給 与 条 例 第 二 条 の 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い て 同 条 の 規 定 に よ る 改 正

前 の 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 改 正 前 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 五 条 の 三 第 一 項 第 一 号 に 該

当 し て い た 職 員 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 職 員 の い ず れ か に 該 当 す る も の  

イ  公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 第 十 五 条 の 三 の 規 定 を 適 用 す る と し

た な ら ば 新 た に 同 条 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と と な る 職 員  

ロ  改 正 前 給 与 条 例 第 十 五 条 の 三 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば 同 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 し な い こ と と な る  

 職 員  

二  施 行 日 の 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 五 条 の 三 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し て い た 職 員 で あ っ て 、

同 条 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば 同 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か 又 は 全 て に 該 当 し な い こ と と な る 職 員  

三  改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 旧 手 当 額 が 二 千 円 以 下 と な る 職 員  

四  公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 二 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教

育 委 員 会 規 則 第 一 号 ） に よ る 改 正 に よ り 、 施 行 日 に お い て 次 に 掲 げ る 職 員 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ

た 者  

イ  公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第

十 四 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員  

ロ  規 則 第 三 条 に 規 定 す る 住 宅 を 借 り 受 け て い る 職 員  

五  前 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 準 ず る 職 員 と し て 三 重 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 県 委 員 会 」 と い う 。 ） が 三 重 県 人 事 委

員 会 （ 以 下 「 人 事 委 員 会 」 と い う 。 ） と 協 議 し て 定 め る 職 員  

（ 家 賃 の 月 額 に 変 更 が あ っ た 場 合 の 旧 手 当 額 ）  

第 三 条  改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る  

額 を 基 礎 と し て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 五 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ り 算 出 さ れ る 住 居 手 当 の 月 額 に 相 当 す る 額 と す  

る 。  

一  変 更 後 の 家 賃 の 月 額 が 当 該 変 更 前 に 支 給 さ れ て い た 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 月 額

の 算 出 の 基 礎 と な っ た 家 賃 の 月 額 （ 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 「 旧 家 賃 月 額 」 と い う 。 ） よ り 高 い 場 合 （ 第

三 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ）  旧 家 賃 月 額  

二  変 更 後 の 家 賃 の 月 額 が 旧 家 賃 月 額 よ り 低 い 場 合 （ 次 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ）  変 更 後 の 家 賃 の 月 額  

三  施 行 日 の 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 五 条 の 三 第 一 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し て い た 場 合 又 は 同 日 に

お い て 同 条 の 規 定 を 適 用 す る と し た な ら ば 同 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る こ と と な る 場 合  県 委 員 会 と 人

事 委 員 会 が 協 議 し て 定 め る 額  

（ 権 衡 職 員 の 範 囲 ）  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  
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第 四 条  改 正 給 与 条 例 附 則 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。  

 一  次 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 で あ っ て 、 当 該 職 員 と な る 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 五 条 の 三 第 一 項

の 規 定 に よ り 住 居 手 当 の 支 給 を 受 け て い た 者 で 、 令 和 三 年 三 月 に お い て 当 該 職 員 で な か っ た と し た な ら ば 同

項 の 規 定 に よ り 同 月 に 係 る 住 居 手 当 を 支 給 さ れ る も の の う ち 、 引 き 続 き 同 項 に 該 当 す る も の  

イ  無 給 休 職 者 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 第 二 項

第 一 号 の 規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い る 職 員 の う ち 、 給 与 の 支 給 を 受 け て い な い 職 員 を い う 。 ）  

ロ  停 職 者 （ 法 第 二 十 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ て い る 職 員 を い う 。 ）  

ハ  専 従 休 職 者 （ 法 第 五 十 五 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 の 許 可 を 受 け て い る 職 員 を い う 。 ）  

ニ  地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 二 条 の 規 定 に よ り 育 児 休 業 を し て い

る 職 員  

ホ  大 学 院 修 学 休 業 職 員 （ 教 育 公 務 員 特 例 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ） 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 大 学

院 修 学 休 業 を し て い る 職 員 を い う 。 ）  

ヘ  長 期 自 己 研 修 職 員 （ 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 八 年 三 重 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 一 号 の 規 定 に

よ り 休 職 に さ れ て い る 職 員 を い う 。 ）  

ト  無 給 派 遣 職 員 （ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 三

重 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 及 び 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例

第 六 十 六 号 。 第 三 号 に お い て 「 公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 派 遣 職 員 の う ち 、

給 与 の 支 給 を 受 け て い な い 職 員 を い う 。 ）  

チ  厚 生 休 暇 職 員 （ 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ） 第 十 七 条

第 二 号 に 規 定 す る 休 暇 を 与 え ら れ て い る 職 員 を い う 。 ）  

二  次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 か ら 引 き 続 き 新 た に 職 員 と な っ た 者 （ 任 命 権 者 を 異 に し て 異 動 し た 者 に 限 る 。 ）

で あ っ て 、 令 和 三 年 三 月 に お い て 職 員 で あ っ た と し た な ら ば 改 正 前 給 与 条 例 第 十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ

り 同 月 に 係 る 住 居 手 当 を 支 給 さ れ る も の の う ち 、 引 き 続 き 同 項 に 該 当 す る も の  

イ  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員  

ロ  企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 ） の 適 用 を 受

け る 職 員  

ハ  病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 三 重 県 条 例 第 五 十 号 ） の 適 用 を 受 け

る 職 員  

三  職 員 か ら 引 き 続 き 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と な っ た も の か ら 引 き 続 き 新 た に 職 員 と な っ た 者 で あ っ て 、  

次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と な る 前 日 に お い て 改 正 前 給 与 条 例 第 十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 住 居 手 当 の

支 給 を 受 け て い た 者 で 、 令 和 三 年 三 月 に お い て 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で な か っ た と し た な ら ば 同 項 の 規

定 に よ り 同 月 に 係 る 住 居 手 当 を 支 給 さ れ る も の の う ち 、 引 き 続 き 同 項 に 該 当 す る も の  

イ  国 家 公 務 員 又 は 独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 三 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 独 立

行 政 法 人 を い う 。 ） の 職 員  

ロ  他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る

特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 又 は 県 が 設 立 す る 特 定 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役 員  

ハ  公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 一 号 ） 第 七 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す

る 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 又 は 同 条 例 第 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 の 役

員  

ニ  国 立 大 学 法 人 （ 国 立 大 学 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を

い う 。 ） の 職 員  

ホ  公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 第 十 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者  

四  前 各 号 に 掲 げ る 職 員 に 準 ず る 職 員 と し て 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 職 員  

（ 確 認 及 び 決 定 ）  

第 五 条  県 委 員 会 は 、 施 行 日 の 前 日 に 改 正 前 給 与 条 例 第 十 五 条 の 三 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ て い た 住 居 手 当 に 係 る

事 実 （ 令 和 三 年 三 月 二 日 か ら 施 行 日 ま で の 間 に お け る 当 該 住 居 手 当 に 係 る 家 賃 の 月 額 の 変 更 を 含 む 。 ） を 規 則 第

六 条 第 二 項 に 規 定 す る 住 居 手 当 認 定 簿 そ の 他 の 資 料 に よ り 確 認 し 、 当 該 住 居 手 当 を 受 け て い た 職 員 が 改 正 給 与

条 例 附 則 第 二 項 の 職 員 た る 要 件 を 具 備 す る 場 合 は 、 施 行 日 に お い て 支 給 す べ き 同 項 の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 月

額 を 決 定 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 給 の 始 期 及 び 終 期 ）  
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第 六 条  改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 は 、 令 和 三 年 四 月 か ら 開 始 し 、 職

員 が こ れ ら の 規 定 の 職 員 で あ る 要 件 を 欠 く に 至 っ た 日 の 属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の

属 す る 月 の 前 月 ） 又 は 令 和 四 年 三 月 の い ず れ か 早 い 月 を も っ て 終 わ る 。  
（ 規 則 の 準 用 ）  

第 七 条  規 則 第 五 条 か ら 第 九 条 ま で （ 第 八 条 第 一 項 を 除 く 。 ） の 規 定 、 三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基

づ き 市 町 が 処 理 す る 教 育 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 五 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第

二 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 事 務 処 理 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 及 び 公 立 学 校 職 員 の 総 務 事 務 シ ス テ ム を 使 用 し て

給 与 関 係 手 続 を 行 う 場 合 の 特 例 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 二 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第

一 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 シ ス テ ム 手 続 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で

の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 規 則 第 五 条 第 一 項 中 「 新 た に 条 例 第 十 五

条 の 三 第 一 項 の 職 員 で あ る 要 件 を 具 備 す る に 至 つ た 職 員 は 、 当 該 要 件 を 具 備 し て い る こ と 」 と あ る の は 「 公 立

学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項

ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 を 受 け て い る 職 員 は 、 そ の 居 住 す る 住 宅 、 家 賃 の 額 等 に 変 更 が あ つ た 場 合 に は 、 当

該 変 更 に 係 る 事 実 」 と 、 「 な ら な い 。 住 居 手 当 を 受 け て い る 職 員 の 居 住 す る 住 宅 、 家 賃 の 額 等 に 変 更 が あ つ た 場

合 に つ い て も 、 同 様 と す る 」 と あ る の は 「 な ら な い 」 と 、 規 則 第 六 条 第 一 項 中 「 決 定 し 、 又 は 改 定 」 と あ る の

は 「 改 定 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 令 和 二 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に

よ る 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 令 和 三 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ） 第 五 条 又 は 前 項 」

と 、 規 則 第 八 条 第 二 項 中 「 改 定 す る 。 前 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 住 居 手 当 の 月 額 を 増 額 し て 改 定 す る 場 合 に つ い

て 準 用 す る 」 と あ る の は 「 改 定 す る 」 と 読 み 替 え 、 事 務 処 理 規 則 別 表 の 二 の 項 下 欄 中 「 次 に 掲 げ る 事 務 」 と あ

る の は 「 次 に 掲 げ る 事 務 （ 令 和 二 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 に 関 す る 規

則 （ 令 和 三 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ） 第 七 条 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」

と 読 み 替 え 、 シ ス テ ム 手 続 規 則 第 二 条 第 二 号 中 「 公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 三 重 県

人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 」 と あ る の は 「 公 立 学 校 職 員 の 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和

四 十 九 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 四 号 。 令 和 二 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四

項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 に 関 す る 規 則 （ 令 和 三 年 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 ・ 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ）

第 七 条 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 雑 則 ）  

第 八 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 改 正 給 与 条 例 附 則 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ る 住 居 手 当 の 支 給 に

関 し 必 要 な 事 項 は 県 委 員 会 と 人 事 委 員 会 が 協 議 し て 定 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

企業庁管理規程 

 

三 重 県 工 業 用 水 道 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 二 月 十 二 日  

三 重 県 企 業 庁 長   喜   多   正   幸    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号  

   三 重 県 工 業 用 水 道 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 三 重 県 工 業 用 水 道 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 二 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

令和3年2月12日 三　重　県　公　報 第　182　号

50



第１号様式（第２条関係） 

工業用水給水（変更）申込書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申込者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり給水を受けたい（給水の内容を変更したい）ので、申し込みます。 

 

給 水 場 所  

給 水 工 場 名  

給 水 開 始 予 定 期 日 

又は変更開始予定期日 
      年  月  日 

時 間 最 大 使 用 水 量 
１時間当たり            立方メートル 

（               ） 

基 本 使 用 水 量 
１日当たり             立方メートル 

（               ） 

用 途 

汽罐用       ㎥／日 原料用       ㎥／日 

冷却用       ㎥／日 〇〇用       ㎥／日 

洗浄用       ㎥／日 〇〇用       ㎥／日 

申 込 （ 変 更 ） 理 由  

貯 水 槽 設 置 の 有 無 設置する（容量     ）設置しない（理由      ） 

 
（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代 

えることができる。 

２ 変更の申込みの場合は、時間最大使用水量欄及び基本使用水量欄に変更後の水量を記入し、 

それぞれ同欄の（ ）内に変更前の現に決定されている水量を記入すること。 

  なお、時間最大使用水量は、小数第２位までとし、第３位を切り捨てること。 

３ 変更の申込みの場合は、業務概要の記載を省略することができる。 

４ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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業 務 概 要 

 

１．工 業 用 水 使 用 現 況 

 

主用製品名 区 分 
自家用水 買 水 

海 水 合 計 
地表水 地下水 上水道 工業用水道 

 
使用水量 

（㎥／日） 
      

 
用水単価 

（円／㎥） 
      

 

 

２．工 業 用 水 需 給 計 画 

 

区  分 現 年 度    年度    年度    年度    年度 

年 間 出 荷 額 

（千円） 
     

従 業 員 数 

（人） 
     

工 場 面 積 

（㎡） 
     

需 

要 
量 

の 

内 

訳 

自 家 用 水 

（㎥／日） 
     

上 水 道 

（㎥／日） 
     

工 業 用 水 道 

（㎥／日） 
     

 
給 水 開 

始 期 日 
     

海 水 

（ ㎥ ／ 日 ） 
     

合 計 

（㎥／日） 
     

伸 率 

（％） 
100     
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第 三 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 る 。  

第 四 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第４号様式（第５条関係） 

 

 

 

権利又は義務の譲渡承認申請 書 

 

 年  月  日 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （譲渡者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
                    住所又は所在地 

               （譲受者）名     称 

                    代表者職氏名                  

 

 次のとおり工業用水道の使用者の権利又は義務の譲渡（受）をしたいので、承認をお願い

します。 

 

区   分 譲   渡   者 譲   受   者 

譲 渡 （ 受 ） 場 所   

譲 渡 （ 受 ） 工 場 名   

譲渡（受）予定年月日       年     月     日 

譲渡（受）理由又は条件  

譲
渡
（
受
）
水
量 

時間最大使用水量 
１時間当たり ㎥ 

（ ㎥） 

１時間当たり ㎥ 

（ ㎥） 

基 本 使 用 水 量 
１日当たり ㎥ 

（ ㎥） 

１日当たり ㎥ 

（ ㎥） 

そ  の  他  

 

（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代 

えることができる。 

２ 譲渡したことを証する書類（写しでも可）を添付すること。 

３ 譲渡者は、譲渡前の水量を譲渡（受）水量欄の（ ）に記入すること。 

     なお、時間最大使用水量は小数第２位までとし、第３位を切り捨てること。 

   ４ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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 第 六 号 様 式 及 び 第 七 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 る 。  

第 九 号 様 式 及 び 第 十 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第９号様式（第８条関係） 

 

受水施設工事施工委託申請書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申請者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり受水施設工事の施工を委託したいので、申請します。 

 

給水工場 

名 称  

所 在 地  

受 水 施 設 工 事 場 所  

工 事 に 

 

つ い て 

 

の 希 望 

 

事 項 

受水施設の 

 

概   要 

 

完 成 希 望 

年 月 日 
 

そ の 他  

 

（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代 

えることができる。 

２ 受水施設設置予定地点の見取図を添付すること。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第１０号様式（第１０条関係） 
 

量水装置移転工事施工申込書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申込者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり量水装置の移転工事の施工を申し込みます。 

 

移転工事 

施工工場 

名 称  

所 在 地  

移 転 工 事 希 望 期 日  

量 水 装 置 

製作会社名 製造番号 名 称 及 び 規 格 

   

移 転 理 由  

移 転 工 事 施 工 に 対 

 

し て の 要 望 事 項 

 

 
（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代 

えることができる。 

２ 現在の設置場所及び移転場所の分かる見取図を添付すること。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第 十 一 号 様 式 、 第 十 四 号 様 式 及 び 第 十 五 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 る 。  

第 十 六 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第１６号様式（第１６条関係） 

 

工 業 用 水 使 用 休 止 承 認 申 請 書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申請者）名     称                        

                    代表者職氏名                  

 

 次のとおり工業用水の使用を休止したいので、申請します。 

 

給 水 工 場 名 

名 称 
 

 

所 在地  

休 止 期 間    年   月   日から   年   月   日まで 

時 間 最 大 使 用 水 量                        ㎥／時間 

う ち 休 止 す る 水 量                        ㎥／時間 

基 本 使 用 水 量                        ㎥／日 

う ち 休 止 す る 水 量                        ㎥／日 

休 止 す る 理 由  

 

（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代え

ることができる。 

２ 休止期間は、「５月１日から１０月３１日まで」又は「１１月１日から４月３０日まで」のい 

 ずれかを記入すること。 

３ 休止期間の初日の２０日前までに提出すること。 

４ 時間最大使用水量のうち休止する水量は、小数第２位までとし、第３位を切り上げること。 

５ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 
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第 十 八 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第１８号様式（第１７条関係） 

 

 

 

工 業 用 水 使 用 廃 止 承 認 申 請 書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申請者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり工業用水の使用を廃止したいので、申請します。 

 

給水工場名 

名 称  

所在地  

廃 止 年 月 日           年   月   日から 

基 本 使 用 水 量                        ㎥／日 

廃 止 す る 理 由  

 

（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代 

えることができる。 

２ 廃止予定日の３月前までに提出すること。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 
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附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 管 理 規 程 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 工 業 用 水 道 条 例 施 行 規 程 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請

書 そ の 他 の 書 類 は 、 改 正 後 の 三 重 県 工 業 用 水 道 条 例 施 行 規 程 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 そ の 他 の 書 類

と み な す 。  

 

 

告 示 

 

三重県告示第 87 号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、県立文化施設におけるキャッシュレス決

済による観覧料の収納事務を次のとおり委託しました。 

  令和 3 年 2 月 12 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  委託先 

三重県津市栄町 3 丁目 123 番地 1 

株式会社百五カード 

代表取締役 長合 教実 

2  委託期間 

  令和 3 年 1 月 18 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

 

三重県告示第 88 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 18 条第 1 項の規定により、次の地域登録検査機関の登録が効力を

失いましたので、同条第 4 項の規定により公示します。 

  令和 3 年 2 月 12 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  登録年月日及び登録番号 

平成 28 年 2 月 1 日 第 63 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

有限会社ディーイーエフサービス 代表取締役 太田 広実 津市安東町 243 番地 1 

3  登録の効力を失った日 

令和 3 年 1 月 31 日 

 

三重県告示第 89 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更しました。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    令和 3 年 2 月 12 日            

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

第 1 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   木曽岬弥富停車場線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

桑名郡木曽岬町大字三崎 232 番 1 地先から 

桑名郡木曽岬町大字三崎 119 番地先まで 

旧 13.0～22.6 105.0 

新 13.0～29.0 105.0 

第 2 

1 道路の種類   県道 
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2 路 線 名   二本木御衣田線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

津市白山町二本木字野田 4365 番 5 地先から 

津市白山町二本木字岩井戸 4429 番 5 地先まで 

旧 12.0～26.0 194.8 

新 12.0～35.6 194.8 

第 3 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   松阪久居線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

松阪市鎌田町字南沖 196 番 17 地先から 

松阪市本町 2089 番 3 地先まで 

旧 15.5～76.0 298.3 

新 15.5～67.4 298.3 

第 4 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   磯部大王線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

志摩市阿児町甲賀字池田 3826 番 1 地先から 
志摩市阿児町志島字金糀 1317 番地先まで 

旧 15.0～38.1 1,177.3 

新 15.0～38.1 1,177.3 

第 5 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   青山美杉線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

伊賀市種生字番田 2543 番 1 地先から 
伊賀市高尾字出合 50 番 2 地先まで 

旧 4.7～61.2 1,192.6 

新 8.2～61.2 1,192.6 

第 6 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   小船紀宝線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

熊野市紀和町和気字立間戸 121 番 1 地先内 
旧 5.0～5.9 33.0 

新 10.3～27.0 33.0 

第 7 

1 道路の種類   県道 

2 路 線 名   小船紀宝線 

3 道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延長 メートル 

南牟婁郡紀宝町浅里字小鹿谷 2273 番 1 地先内 
旧 4.1～7.9 17.0 

新 4.1～18.0 17.0 

 

三重県告示第 90 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 2 項の規定により、次の道路の供用を開始します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    令和 3 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   
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路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 

県道 

木曽岬弥富停車場線 

桑名郡木曽岬町大字三崎 329 番地先から 

桑名郡木曽岬町大字三崎 119 番地先まで 
令和 3 年 2 月 16 日 

県道 
松阪久居線 

松阪市鎌田町字南沖 162 番 2 地先内 令和 3 年 2 月 12 日 

一般国道 
260 号 

度会郡南伊勢町東宮字出屋敷 751 番 5 地先から 
度会郡南伊勢町東宮字出屋敷 728 番 1 地先まで 

令和 3 年 2 月 12 日 

県道 

磯部大王線 

志摩市阿児町甲賀字池田 3579 番 4 地先から 

志摩市阿児町志島字金糀 1432 番地先まで 
令和 3 年 2 月 16 日 

一般国道 
311 号 

熊野市須野町字本道 51 番 22 地先内 令和 3 年 2 月 15 日 

 

三重県告示第 91 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 37 条第 1 項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定しますの

で、同条第 3 項の規定により、次のとおり告示します。 

 なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

  令和 3 年 2 月 12 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  道路の種類及び路線名 

道路の種類 路 線 名 占用を制限する区域 

主要地方道 松阪久居線 松阪市鎌田町字南沖 162 番 2 地先内 

2  制限の対象とする占用物件 

新たに地上に設ける電柱（占用制限の開始日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除

く｡） 

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することがで

きないと認められる場合は、この限りでない。 

3  占用制限の理由 

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止する。 

4  占用制限の開始日 

令和 3 年 2 月 12 日 

 

三重県告示第 92 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 63 条第 1 項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可し

ましたので、同条第 2 項において準用する同法第 62 条第 1 項の規定に基づき、次のとおり告示します。 

  令和 3 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  施行者の名称 

  玉城町 

2  都市計画事業の種類及び名称 

  伊勢都市計画下水道事業 

  流域関連玉城町公共下水道 

3  事業施行期間 

  平成 17 年 7 月 22 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

4  事業地 

(1)  収用の部分 

 変更なし 

(2)  使用の部分 

平成 17年三重県告示第 608号、平成 22年三重県告示第 365号、平成 27年三重県告示第 131号の事業地に、 

三重県度会郡玉城町上田辺字村竹、蚊野字白川、字木の下及び字ほそだ、原字菅、野篠字宮西、勝田字矢野々、

字昭和新田及び字押野中通り、妙法寺字荒木並びに長更字野田を加え、冨岡字里浦、岡出字屋敷付、中楽字

豆塚及び字宮前、岡村字東愛宕山、佐田字新田町、字浅間前、字高木新畑、字杉原新畑、字粟野道及び字長
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塚、下田辺字土山、蚊野字東松原、字茶屋浦、字茶屋新田、字東稲場及び字松原、原字愛宕山、野篠字狐山、

字岡崎、字仲垣内、字寺前及び字月ヨベ、勝田字新田、字世古口、字小原木、字濱塚及び字上ノ山、山神字

農部及び字東岸垣内並びに長更字的場、字竹田、字小崎、字里居、字こちの及び字秀地内において事業地を

変更する。 

 

 

内 水 面 告 示 

 

三重県内水面漁場管理委員会告示第 1 号 

三重県内水面漁場管理委員会の意見の聴取に関する規程の一部を改正する告示を次のように定めます。 

令和 3 年 2 月 12 日 

                   三重県内水面漁場管理委員会会長  浅  尾  和  司   

三重県内水面漁場管理委員会の意見の聴取に関する規程の一部を改正する告示 

三重県内水面漁場管理委員会の意見の聴取に関する規程（平成 7 年三重県内水面漁場管理委員会告示第 3 号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（趣旨） 

第 1 条 三重県内水面漁場管理委員会（以下「委員会」

という。）が行う漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以

下「法」という。）第 69 条第 1 項、第 76 条第 1 項、

第 86 条第 1 項(免許後に条件を付ける場合に限る｡)、

第 88 条第 1 項、第 89 条第 1 項、第 92 条第 1 項及び

第 2 項並びに第 93 条第 1 項(これらの規定を法第 88

条第 4項(同条第 5項において準用する場合を含む｡以

下同じ｡)において準用する場合を含む｡)、第 169 条第

2項並びに第 177 条第 14 項において準用する同条第 6

項の規定による処分に係る意見の聴取の手続につい

ては、法及び漁業法施行令（昭和 25 年政令第 30 号。

以下「令」という。）に定めるもののほか、この規程

に定めるところによる。 

（開催の決議） 

第 2 条 委員会において、意見の聴取（法第 71 条第 5

項(法第 76 条第 3 項及び第 88 条第 4 項において準用

する場合を含む｡)の規定による意見の聴取を除く。次

条から第 12 条までにおいて同じ。）を行おうとすると

きは、あらかじめその決議をしなければならない。 

（開催の公示） 

第 4 条 委員会は、意見の聴取を行おうとするときは、

意見の聴取を行うべき期日の 2 週間前までに、令第 9

条第 1 項において準用する行政手続法（平成 5 年法律

第 88 号）第 15 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げ

る事項を公示する。 

２ 前項の規定による公示は、三重県公報に登載して行

う。 

（意見の聴取の期日の変更） 

第 5 条 （略） 

２ （略） 

（趣旨） 

第 1 条 三重県内水面漁場管理委員会（以下「委員会」

という。）が行う漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以

下「法」という。）第 10 条、第 22 条、第 34 条第 4 項、

第 37 条第 1 項、第 38 条第 1 項並びに第 39 条第 1 項、

第 2 項及び第 13 項（第 36 条第 3 項において準用する

場合を含む。）並びに第 38 条第 3 項の規定による処分

に係る意見の聴取の手続については、法及び漁業法施

行令（昭和 25 年政令第 30 号。以下「令」という。）

に定めるもののほか、この規程に定めるところによ

る。 

 

 

 

（開催の決議） 

第 2 条 委員会において、意見の聴取（法第 10 条の規定

による処分に係る意見の聴取を除く。次条から第 13

条までにおいて同じ。）を行おうとするときは、あら

かじめその決議をしなければならない。 

 

（開催の公示） 

第 4 条 委員会は、意見の聴取を行おうとするときは、

意見の聴取を行うべき期日の 2 週間前までに、令第 1

条の 2 において準用する行政手続法（平成 5 年法律第

88 号）第 15 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げる

事項を公示する。 

２ 前項の規定による公示は、三重県公報に登載すると

ともに委員会の事務所の掲示板に掲示して行う。 

（意見の聴取の期日の変更） 

第 5 条 （略） 

２ （略） 
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３ 委員会は、前項の規定により意見の聴取の期日を変

更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人

（その時までに令第 9 条第 1 項において準用する行政

手続法第 17 条第 1 項の規定による求めを受諾し、又

は同項の規定による許可を受けている者に限る。）に

通知しなければならない。 

（参加人の参加許可の手続） 

第 7 条 令第 9 条第 1 項において準用する行政手続法第

17 条第 1 項の規定による許可の申請は、意見の聴取の

期日の 10 日前までに、申請者の氏名及び住所並びに

当該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有する

ことの疎明を記載した書面を委員会に提出してこれ

を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補佐人の出頭許可の手続） 

第 8 条 令第 9 条第 1 項において準用する行政手続法第

20 条第 3 項の許可の申請は、意見の聴取の期日の 10

日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者

又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を

記載した書面を委員会に提出してこれを行うものと

する。 

２ （略） 

（陳述書の記載事項） 

第 9 条 令第 9 条第 1 項において準用する行政手続法第

３ 委員会は、前項の規定により意見の聴取の期日を変

更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人

（その時までに令第 1 条の 2 において準用する行政手

続法第 17 条第 1 項の規定による求めを受諾し、又は

同項の規定による許可を受けている者に限る。）に通

知しなければならない。 

（参加人の参加許可の手続） 

第 7条 令第 1条の 2において準用する行政手続法第 17

条第 1 項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期

日の 10 日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当

該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有するこ

との疎明を記載した書面を委員会に提出してこれを

行うものとする。 

（文書等の閲覧の手続） 

第 8 条 法第 34 条第 7 項（第 36 条第 3 項、第 37 条第 4

項、第 38 条第 5 項並びに第 39 条第 4 項及び第 14 項

において準用する場合を含む。）の規定による閲覧の

求めは、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようと

する資料の標目を記載した書面を委員会に提出して

これを行うものとする。ただし、意見の聴取の期日に

おける審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧

については、口頭で求めれば足りる。 

２ 委員会は、当事者及び当該不利益処分がされた場合

に自己の利益を害されることとなる参加人（以下この

条、第 11 条第 3 項及び第 12 条において「当事者等」

という。）に対し閲覧を認めたときは、その場で閲覧

させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当事者等に

通知するものとする。この場合において、委員会は、

意見の聴取を行うべき期日までに当事者等に充分な

弁明の準備をさせるために必要な期間を与えるよう

配慮するものとする。 

３ 委員会は、当事者等から意見の聴取の期日における

審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求め

があった場合において、当該審理において閲覧させる

ことができないときは、閲覧の日時及び場所を指定

し、当事者等に通知しなければならない。ただし、法

第 34 条第 7 項後段（第 36 条第 3 項、第 37 条第 4 項、

第 38 条第 5 項並びに第 39 条第 4 項及び第 14 項にお

いて準用する場合を含む。）の規定によりその閲覧を

拒んだ場合は、この限りでない。 

（補佐人の出頭許可の手続） 

第 9条 令第 1条の 2において準用する行政手続法第 20

条第 3 項の許可の申請は、意見の聴取の期日の 10 日

前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又

は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記

載した書面を委員会に提出してこれを行うものとす

る。 

２ （略） 

（弁明書の記載事項） 

第 10 条 令第 1 条の 2 において準用する行政手続法第
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21 条第 1 項に規定する陳述書には、提出する者の氏名

及び住所、意見の聴取の件名並びに陳述書に係る事案

についての意見を記載するものとする。 

（意見の聴取の調書及び報告書の記載事項） 

第10条 令第9条第1項において準用する行政手続法第

24 条第 1 項に規定する調書（以下「意見の聴取の調書」

という。）には、次に掲げる事項（意見の聴取の期日

における審理が行われなかった場合においては、第３

号に掲げる事項を除く。）を記載するものとする。 

(1)～(4） （略） 

(5)  当事者等の弁明の要旨（提出された陳述書におけ

る弁明を含む。） 

(6)･(7)  （略） 

２ （略） 

３ 令第 9 条第 1 項において準用する行政手続法第 24

条第 3 項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記

載するものとする。 

(1)  処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不

利益処分がされた場合において自己の利益を害さ

れることとなる参加人（次条において「当事者等」

という｡）の主張 

(2)･(3) （略） 

（意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手続） 

第11条 令第9条第1項において準用する行政手続法第

24 条第 4 項の規定による閲覧の求めについては、当事

者等は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようと

する意見の聴取の調書又は報告書の件名を記載した

書面を、委員会に提出してこれを行うものとする。 

２ （略） 

（意見の聴取の再開） 

第 12 条 （略） 

２ 令第 9 条第 1 項において準用する行政手続法第 22

条第 2 項本文及び第 3 項の規定は、前項に規定する意

見の聴取の再開について準用する。 

（令の準用） 

第13条 令第9条第1項において準用する行政手続法第

15 条（第 2 項第 2 号を除く。）、第 16 条、第 21 条、第

23 条及び第 24 条第 1 項から第 3 項までの規定は、法

第 71 条第 5 項(法第 76 条第 3 項及び第 88 条第 4 項に

おいて準用する場合を含む｡)の規定による意見の聴

取に準用する。この場合において、同法第 21 条第 1

項中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、

同法第 23 条第 1 項中「陳述書若しくは証拠書類等を

提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴

聞の期日に出頭しない場合には、」とあるのは「陳述

書若しくは証拠を提出しない場合、」と、同法第 24 条

中「当事者及び参加人」とあるのは「当事者」と読み

替えるものとする。 

（準用） 

第 14 条 第 2 条から第 6 条まで、第 8 条から第 10 条ま

21 条第 1 項に規定する弁明書には、提出する者の氏名

及び住所、意見の聴取の件名並びに弁明書に係る事案

についての意見を記載するものとする。 

（意見の聴取の調書及び報告書の記載事項） 

第 11 条 令第 1 条の 2 において準用する行政手続法第

24 条第 1 項に規定する調書（以下「意見の聴取の調書」

という。）には、次に掲げる事項（意見の聴取の期日

における審理が行われなかった場合においては、第３

号に掲げる事項を除く。）を記載するものとする。 

(1)～(4) (略)  

(5)  当事者等の弁明の要旨（提出された弁明書におけ

る弁明を含む。） 

(6)･(7)  （略） 

２ （略） 

３ 令第1条の2において準用する行政手続法第24条第

3 項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載す

るものとする。 

(1)  処分の原因となる事実に対する当事者等の主張 

 

 

 

(2)･(3) （略） 

（意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手続） 

第 12 条 令第 1 条の 2 において準用する行政手続法第

24 条第 4 項の規定による閲覧の求めについては、当事

者等は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようと

する意見の聴取の調書又は報告書の件名を記載した

書面を、委員会に提出してこれを行うものとする。 

２ （略） 

（意見の聴取の再開） 

第 13 条 （略） 

２ 令第1条の2において準用する行政手続法第22条第

2 項本文及び第 3 項の規定は、前項に規定する意見の

聴取の再開について準用する。 

（令の準用） 

第 14 条 令第 1 条の 2 において準用する行政手続法第

15 条（第 2 項第 2 号を除く。）、第 16 条、第 21 条、第

23 条及び第 24 条第 1 項から第 3 項までの規定は、法

第 10 条の規定による処分に係る意見の聴取に準用す

る。この場合において、同法第 21 条第 1 項中「当事

者又は参加人」とあるのは「当事者」と、同法第 23

条第 1 項中「陳述書若しくは証拠書類等を提出しない

場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に

出頭しない場合には、」とあるのは「弁明書若しくは

証拠を提出しない場合、」と、同法第 24 条中「当事者

及び参加人」とあるのは「当事者」と読み替えるもの

とする。 

 

（準用） 

第 15 条 第 2 条から第 6 条まで、第 9 条から第 11 条ま
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附 則 

この告示は公表の日から施行する。 

 

 

訓 令 

 

三重県訓令第 1号 

庁 中 一 般   

地 域 機 関   

 三重県職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和 3 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

   三重県職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する訓令 

三重県職員の職務発明等に関する規程（昭和 48 年三重県訓令第 10 号）の一部を次のように改正する。 

第 1 号様式から第 4 号様式までの規定中「㊞」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

1  この訓令は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の三重県職員の職務発明等に関する規程（次項において 

「旧規程」という。）の規定に基づいて提出されている届出書等は、この訓令による改正後の三重県職員 

の職務発明等に関する規程の規定に基づいて提出された届出書等とみなす。 

3  この訓令の施行の日前に旧規程に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整を 

 して使用することができる。 

 

 

公 告 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和 3 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   伊賀市 

2  調査を行った期間 

   平成 25 年 1 月から平成 30 年 12 月まで 

3  成果の名称 

   伊賀市（上友生Ⅰ－②）の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   伊賀市大字上友生地内 

5  認証年月日 

   令和 3 年 1 月 28 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

で及び第 12 条の規定は、法第 71 条第 5 項(法第 76 条

第 3 項及び第 88 条第 4 項において準用する場合を含

む｡)の規定による意見の聴取に準用する。 

で及び第 13 条の規定は、法第 10 条の規定による処分

に係る意見の聴取に準用する。 
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ました。 

  令和 3 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   伊賀市 

2  調査を行った期間 

   平成 25 年 1 月から平成 29 年 3 月まで 

3  成果の名称 

   伊賀市（上友生Ⅰ－①）の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   伊賀市大字上友生・大字沖地内 

5  認証年月日 

   令和 3 年 1 月 28 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和 3 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   伊賀市 

2  調査を行った期間 

   平成 22 年 11 月から平成 25 年 2 月まで 

3  成果の名称 

   伊賀市（石谷広地区）の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   伊賀市霧生地内 

5  認証年月日 

   令和 3 年 1 月 28 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和 3 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   いなべ市 

2  調査を行った期間 

   平成 25 年 10 月から令和 2 年 2 月まで 

3  成果の名称 

   いなべ市（員弁町北金井Ⅱの一部第 1）の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   いなべ市北金井地内 

5  認証年月日 

   令和 3 年 1 月 28 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和 3 年 2 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   いなべ市 
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2  調査を行った期間 

   平成 24 年 7 月から令和 2 年 2 月まで 

3  成果の名称 

   いなべ市（大安町宇賀の一部第 6）の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   いなべ市大安町宇賀地内 

5  認証年月日 

   令和 3 年 1 月 28 日 

 

正  誤 

令和 2 年 12 月 22 日付け三重県公報第 169 号に登載しました、三重県県税条例の規定による自動車税種別割の

減免の申請書に係る提出期限を延長する告示中 

 ページ     行          誤            正 

  2    7 及び 8    条例第 137 条の 11    条例第 137 条の 13 
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